
第
一
四
章

兵
役
・
軍
事
教
練
・
学

徒
動
員

王王
-'、

役

徴
兵
令
〔
抄
〕

[

一

]

法
律
第
一
号

一
八
八
九
(
明
治
二
二
)
年
一
月
一
一
一
日
(
官
報
一
月
二
二
日
)

朕
徴
兵
令
改
正
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
滋
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

明
治
二
十
二
年
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
黒
田
清
隆

陸

軍

大

臣

伯

爵

大

山

巌

海

軍

大

臣

伯

爵

西

郷

従

道

法
律
第
一
号

徴
兵
令

第

一

章

総

則

第
一
条
日
本
帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
満
十
七
歳
ヨ
リ
満
四
十
歳
迄
ノ
男

子
ハ
総
テ
兵
役
ニ
服
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
条
兵
役
ハ
分
テ
常
備
兵
役
後
備
兵
役
及
国
民
兵
役
ト
ス

第
三
条
常
備
兵
役
ハ
分
テ
現
役
及
予
備
役
ト
ス

現
役
ハ
陸
軍
ハ
三
箇
年
海
軍
ハ
四
箇
年
ニ
シ
テ
満
二
十
歳
二
至
リ

タ
ル
者
之
ニ
服
シ
予
備
役
ハ
陸
軍
ハ
四
箇
年
海
軍
ハ
三
箇
年
ニ
シ

テ
現
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
之
ニ
服
ス

第
四
条
後
備
兵
役
ハ
五
箇
年
ニ
シ
テ
常
備
兵
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
之

ニ
服
ス

第
五
条
国
民
兵
役
ハ
満
十
七
歳
ヨ
リ
満
四
十
歳
迄
ノ
者
ニ
シ
テ
常

備
兵
役
及
後
備
兵
役
ニ
在
ラ
サ
ル
者
之
ニ
服
ス

第
六
条
各
兵
役
ノ
期
限
既
ニ
満
ル
ト
雄
モ
戦
時
或
ハ
事
変
ニ
際
ス

ル
ト
キ
若
ク
ハ
臨
時
ニ
演
習
或
ハ
観
兵
ノ
挙
ア
ル
ト
キ
若
ク
ハ
航

海
中
或
ハ
外
国
駐
劉
中
ハ
其
期
ヲ
延
ス
コ
ト
ア
ル
可
シ

第
七
条
重
罪
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
兵
役
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ

許
サ
ス第

二

章

服

役

〔
中
略
〕

第
十
一
条
満
十
七
歳
以
上
満
二
十
六
歳
以
下
ニ
シ
テ
{
目
立
学
校

825 



法令・規則

伸
明
一
…
出
品
開
州
及
府
県
立
師
範
学
校
中
学
校
若
ク
ハ
文
部
大
臣
ニ
於
テ

中
学
校
ノ
学
科
程
度
ト
同
等
以
上
ト
認
メ
タ
ル
学
校
若
ク
ハ
文
部

大
臣
ノ
認
可
ヲ
経
タ
ル
学
則
ニ
依
リ
法
律
学
政
治
学
理
財
学
ヲ
教

授
ス
ル
私
立
学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
所
持
シ
若
ク
ハ
陸
軍
試
験
委
員

ノ
試
験
ニ
及
第
シ
服
役
中
食
料
被
服
装
具
等
ノ
費
用
ヲ
自
弁
ス
ル

者
ハ
志
願
ニ
由
リ
一
笛
年
間
陸
軍
現
役
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
費

用
ノ
全
額
ヲ
自
弁
シ
能
ハ
サ
ル
ノ
証
ア
ル
者
ニ
ハ
主
ハ
幾
部
ヲ
官
給

ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ

前
項
ノ
一
年
志
願
兵
ハ
特
別
ノ
教
育
ヲ
授
ケ
現
役
満
期
ノ
後
二
箇

年
間
予
備
役
ニ
五
箇
年
間
後
備
役
ニ
服
セ
シ
ム

満
十
七
歳
以
上
二
十
六
歳
以
下
ニ
シ
テ
官
立
府
県
立
師
範
学
校
ノ

卒
業
者
ハ
六
箇
月
間
陸
軍
現
役
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
其
服
役
中
ノ

費
用
ハ
当
該
学
校
ヨ
リ
之
ヲ
弁
償
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

前
項
志
願
兵
ニ
シ
テ
現
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
ハ
七
箇
年
間
予
備
役
ニ

服
シ
三
箇
年
間
後
備
役
ニ
服
ス

〔
中
略
〕

第
三
章
免
役
延
期
及
猶
予

〔
中
略
〕

第
二
十
一
条
第
十
一
条
ニ
掲
ク
ル
学
校
ニ
在
校
ノ
者
ハ
本
人
ノ
願

千
回
リ
満
二
十
六
歳
迄
徴
集
ヲ
猶
予
ス
其
事
故
満
二
十
六
歳
迄
ニ

第 1編

止
ミ
又
ハ
二
十
六
歳
ヲ
過
ク
ル
モ
偽
ホ
止
マ
サ
ル
者
ハ
抽
畿
ノ
法

ニ
依
ラ
ス
シ
テ
之
ヲ
徴
集
ス
但
第
十
一
条
ニ
依
リ
一
年
志
願
兵
ヲ

志
願
ス
ル
者
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

学
術
修
業
ノ
為
メ
外
国
ニ
寄
留
ス
ル
者
ハ
本
人
ノ
願
ニ
由
リ
満
二

十
六
歳
迄
徴
集
ヲ
猶
予
ス
二
十
六
歳
迄
ニ
帰
朝
、
ン
又
ハ
二
十
六
歳

ヲ
過
キ
帰
朝
ス
ル
者
ハ
抽
畿
ノ
法
ニ
依
ラ
ス
シ
テ
之
ヲ
徴
集
ス
但

陸
軍
試
験
委
員
ノ
試
験
ニ
及
第
シ
タ
ル
者
ハ
一
年
志
願
兵
ヲ
志
願

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

〔
中
略
〕

第

七

章

附

則

第
三
十
二
条
本
令
ハ
明
治
二
十
二
年
一
月
ヨ
リ
施
行
ス
〔
以
下
略
〕

826 

明
ニ
二
法
律
二
九
、
明
二
六
法
律
四
、
明
二
八
法
律
一
五
、
明
三
七
勅

令
二
一
二
、
明
三
九
法
律
四
三
、
大
七
法
律
二
四
、
大
八
法
律
六
一

〔
注
〕
一
八
七
三
・
一
・
一

O
太
政
官
布
告
で
公
布
。

一
九
二
七
・
四
・
一
法
律
第
四
七
号
で
全
部
改
正
、
兵
役
法
に
改
称
。

改
正兵

役
法
〔
抄
〕

[

一

]

法
律
第
四
七
号

一
九
二
七
(
昭
和
二
)
年
三
月
三
一
日
(
官
報
四
月
一
日
)

朕
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
タ
ル
徴
兵
令
改
正
法
律
兵
役
法
ヲ
弦
ニ
之



ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
二
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

陸

軍

大

臣

海

軍

大

臣

若
槻
雄
次
郎

字

垣

一

成

財

部

彪

法
律
第
四
十
七
号

兵
役
法

第

一

章

総

則

帝
国
臣
民
タ
ル
男
子
ハ
本
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
兵
役
ニ

兵役・軍事教練・学徒動員

第
一
条

服
ス

第
二
条
兵
役
ハ
之
ヲ
常
備
兵
役
、
後
備
兵
役
、

兵
役
ニ
分
ツ

常
備
兵
役
ハ
之
ヲ
現
役
及
予
備
役
ニ
、
補
充
兵
役
ハ
之
ヲ
第
一
補

充
兵
役
及
第
二
補
充
兵
役
ニ
、
国
民
兵
役
ハ
之
ヲ
第
一
国
民
兵
役

及
第
二
国
民
兵
役
二
分
ツ

第
三
条
志
願
ニ
依
リ
兵
籍
ニ
編
入
セ
ラ
ル
ル
者
ノ
兵
役
ニ
関
シ
テ

ハ
勅
令
ノ
{
疋
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
四
条
六
年
ノ
懲
役
又
ハ
禁
鋼
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ

兵
役
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第

二

章

服

役

補
充
兵
役
及
国
民

第 14章

第
五
条
現
役
ハ
陸
軍
ニ
在
リ
テ
ハ
二
年
、
海
軍
ニ
在
リ
テ
ハ
三
年

ト
シ
現
役
兵
ト
シ
テ
徴
集
セ
ラ
レ
タ
ル
者
之
ニ
服
ス

現
役
兵
ハ
現
役
中
之
ヲ
在
営
セ
シ
ム

第
六
条
予
備
役
ハ
陸
軍
ニ
在
リ
テ
ハ
五
年
四
月
、
海
軍
ニ
在
リ
テ

ハ
四
年
ト
シ
現
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
之
ニ
服
ス

第
七
条
後
備
兵
役
ハ
陸
軍
ニ
在
リ
テ
ハ
十
年
、
海
軍
ニ
在
リ
テ
ハ

五
年
ト
シ
常
備
兵
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
之
ニ
服
ス

第
八
条
第
一
補
充
兵
役
ハ
陸
軍
ニ
在
リ
テ
ハ
十
二
年
四
月
、
海
軍

ニ
在
リ
テ
ハ
一
年
ト
シ
現
役
ニ
適
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
ノ
年
所
要
ノ

現
役
兵
員
ニ
超
過
ス
ル
者
ノ
中
所
要
ノ
人
員
之
ニ
服
ス

第
二
補
充
兵
役
ハ
十
二
年
四
月
ト
シ
現
役
ニ
適
ス
ル
者
ノ
中
現
役

又
ハ
第
一
補
充
兵
役
ニ
徴
集
セ
ラ
レ
ザ
ル
者
及
海
軍
ノ
第
一
補
充

兵
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
之
ニ
服
ス
但
シ
海
軍
ノ
第
一
補
充
兵
役
ヲ
終

リ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
十
一
年
四
月
ト
ス

第
九
条
第
一
国
民
兵
役
ハ
後
備
兵
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
及
軍
隊
ニ
於

テ
教
育
ヲ
受
ケ
タ
ル
補
充
兵
ニ
シ
テ
補
充
兵
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
之

ニ
服
ス

第
二
国
民
兵
役
ハ
戸
籍
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
シ
テ
常
備
兵
役
、

後
備
兵
役
、
補
充
兵
役
及
第
一
国
民
兵
役
ニ
在
ラ
ザ
ル
年
齢
十
七

年
ヨ
リ
四
十
年
迄
ノ
者
之
ニ
服
ス

〔
中
略
〕

827 



法令・規則

第
三
章

第
二
十
三
条

第 1編

徴
集

戸
籍
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
シ
テ
前
年
十
二
月
一

日
ヨ
リ
其
ノ
年
十
一
月
三
十
日
迄
ノ
問
ニ
於
テ
年
齢
二
十
年
ニ
達

ス
ル
者

ハ
本
法
中
別
段
ノ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
徴
兵
検
査

ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ニ
規
定
ス
ル
年
齢
ハ
之
ヲ
徴
兵
適
齢
ト
称
ス

〔
中
略
〕

第
四
十
一
条
中
学
校
又
ハ
中
学
校
ノ
学
科
程
度
ト
同
等
以
上
ト
認

ム
ル
学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
本
人
ノ
願
ニ
依
リ
学
校
ノ

修
業
年
限
ニ
応
ジ
年
齢
二
十
七
年
ニ
至
ル
迄
徴
集
ヲ
延
期
ス

前
項
ニ
規
定
ス
ル
認
定
及
年
齢
ノ
区
分
ニ
関
シ
テ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ

之
ヲ
定
ム

第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
徴
集
ヲ
延
期
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
在
学
ノ
事

由
止
ム
年
又
ハ
其
ノ
翌
年
ニ
於
テ
徴
兵
検
査
ヲ
行
フ
但
シ

一
ノ
学

校
卒
業
ノ
日
ヨ
リ
六
月
以
内
ニ
他
ノ
学
校
ニ
入
学
ス
ル
者
ニ
付
テ

ハ
徴
集
延
期
ノ
事
由
尚
継
続
ス
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

第
二
項
ノ
年
齢
ノ
区
分
ニ
基
ク
最
高
年
齢
ニ
達
ス
ル
モ
在
学
ノ
事

由
尚
止
マ
ザ
ル
者
ハ
最
高
年
齢
ニ
達
シ
タ
ル
年
又
ハ
其
ノ
翌
年
ニ

於
テ
徴
兵
検
査
ヲ
行
フ

〔
中
略
〕

附

則

本
法
ハ
昭
和
二
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

828 

昭
九
法
律
四
、
昭
一

O
法
律
二
二
、
昭
一二
法
律
七
O
、
昭
一
三
法
律

一
、
昭

一
四
法
律
一

、
昭
二
ハ
法
律
二
、
法
律
一
二
、
勅
令
九
二
三
、

昭
一
七
法
律
二
ハ
、
昭

一
八
法
律
四
、
法
律
一
一

O
、
昭
二
O
法
律
三

一
九
四
五
・
一
一
・
一
七
勅
令
第
六
三
四
号
で
廃
止
。

改
正

〔注〕
兵
役
法
施
行
令
〔
抄
〕

[

一

]

勅
令
第
三
三

O
号

一
九
二
七
(
昭
和
二
)
年
一
一
月
三

O
日

朕
兵
役
法
施
行
令
ヲ
裁
可
シ
舷
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
二
年
十
一
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣
兼

外

務

大

臣

男

爵

田

中

海

軍

大

陸

軍

大務

大
大

臣臣

内

臣

文

部

臣

勅
令
第
三
百
三
十
号

義

岡

田

啓

介

白

川

義

則

鈴
木
喜
三
郎

水
野
錬
太
郎



兵
役
法
施
行
令

目

次

第
一
章
志
願
ニ
依
リ
兵
籍
ニ
編
入
セ
ラ
ル
ル
者
ノ
兵
役
関
係

第
一
款
武
官
及
武
官
ノ
候
補
者

第
二
款
志
願
ニ
依
ル
兵
卒
及
其
ノ
候
補
者

第

二

章

服

役

第

一

款

通

則

第
二
款
短
期
現
役
兵

第
三
款
在
営
期
間
ノ
短
縮

第
四
款
服
役
延
期

第
五
款
特
殊
ノ
転
役
及
免
役

第
六
歎
服
役
期
間
ノ
計
算

第

三

章

徴

集

第
一
款

第
二
款

第
三
款

第
四
款

第
五
款

第
六
款

第
七
款

第
八
款

兵役・軍事教練・学徒動員第 14章

通
則

徴
兵
区

徴
兵
官

兵
員
配
賦

徴
兵
検
査

現
役
兵
入
営

現
役
兵
補
閥

徴
集
延
期

第
九
款
短
期
現
役
兵
ニ
関
ス
ル
特
例

第
十
款
樺
太
ニ
関
ス
ル
特
例

第

四

章

召

集

第

五

章

雑

則

附
則

〔
中
略
〕

第
八
款
徴
集
延
期

(
中
略
〕

第
百
条
左
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
ハ
兵
役
法
第
四
十
一
条
第
一
一
項
ノ
規
定

ニ
依
ル
中
学
校
ノ
学
科
程
度
ト
同
等
以
上
ト
認
ム
ル
学
校
ト
ス
但

シ
研
究
科
、
選
科
等
ノ
別
科
ヲ
除
ク

一
師
範
学
校
、
実
業
学
校
(
尋
常
小
学
校
卒
業
ヲ
入
学
程
度
ト
ス

ル
修
業
年
限
五
年
又
ハ
之
ト
同
等
以
上
ノ
モ
ノ
ニ
限
ル
)
、
高
等

学
校
、
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
予
科
、
専
門
学
校
、
高
等
師
範
学

校
、
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
学
部
、
臨
時
教
員
養
成
所
、
実
業
学

校
教
員
養
成
所
及
実
業
補
習
学
校
教
員
養
成
所

二
宮
内
大
臣
、
文
部
大
臣
以
外
ノ
各
省
大
臣
、
朝
鮮
総
督
、
台

湾
総
督
、
関
東
長
官
又
ハ
樺
太
庁
長
官
ノ
所
轄
学
校
ニ
シ
テ
前

号
ニ
掲
グ
ル
学
校
ニ
準
ズ
ル
モ
ノ

三
前
二
号
ニ
掲
グ
ル
以
外
ノ
学
校
ニ
シ
テ
陸
軍
大
臣
及
文
部
大

臣
ニ
於
テ
認
定
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ

829 



法令・規則

第
百
一
条
兵
役
法
第
四
十
一
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
学
校
ニ
在

学
ス
ル
者
ニ
付
徴
集
ヲ
延
期
シ
得
ベ
キ
最
高
年
齢
左
ノ
如
シ

第 1編

大学令 等姉高 修業年
一前粂第 範等師高 修業年限 学令ニ大 校等学高 校範師学 亙前条第 等草学高 校学中

ニ範学校 限
学

依五 号校学 =依等高
ル年 二年ル ニ常
大専以 掲(又大科 掲科 校

学学部 攻上 グ支科ハ堂J 及
グ

キヰノ
ル 四 科専攻

lレ
専 教員ョノ年ノ 科

業学校実「守

校学
養除専
成之門 区
所

校学

分

年齢 年齢 年齢
最

高年齢十 十 十
七 五
年 年 年

前
条
第
二
号
又
ハ
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
付

徴
集
ヲ
延
期
シ
得
ベ
キ
最
高
年
齢
ハ
其
ノ
入
学
資
格
及
修
業
年
限

ニ
応
ジ
前
項
ノ
規
定
ニ
準
ジ
陸
軍
大
臣
之
ヲ
定
ム

〔
中
略
〕

j

j

 

附
円
酌
山
門

本
令
ハ
昭
和
二
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

改
正

昭
三
勅
令
五
四
、
昭
四
勅
令
一
七

O
、
昭
五
勅
令
二
三
二
、
昭
六
勅
令

八
一
、
勅
令
二
三

O
、
昭
七
勅
令
三

O
九
、
勅
令
三
九
八
、
昭
八
勅
令

七
二
、
勅
令
三

O
一
、
昭
九
勅
令
四
三
、
勅
令
三
九
五
、
昭
一

O
勅
令

四
O
、
勅
令
二
六
五
、
昭
一
二
勅
令
二
回
、
勅
令
四
五
二
、
勅
令
六
二

八
、
勅
令
六
九
三
、
昭
=
ニ
勅
令
=
ニ
八
、
昭
一
四
勅
令
三
八
、

勅
令

七
五
、
勅
令
七
六
八、

昭
一
五
勅
令
一
二
八
、
勅
令
二
九
四
、
勅
令
五

一
二
、
勅
令
五
九
三
、
昭
一

六
勅
令
三
二
六
、
勅
令
六
一
八
、
勅
令
九

七
一
、
昭
一
七
勅
令
四
八
三
、
勅
令
六
三
一
、
勅
令
七
九
六
、
昭
一
八

勅
令
二
三
八
、
勅
令
七
四
八
、
勅
令
九
六
て
昭
一
九
勅
令
一

O
六、

勅
令
一
七
六
、
勅
令
二
四
四
、
勅
令
五
二
九
、
勅
令
五
九
三
、
昭
二

O

勅
令
三
0
0、
勅
令
三
七
九
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〕
一
九
四
五
・
一
一
・
一
七
勅
令
第
六
三
四
号
で
廃
止
。

四

陸
軍
補
充
令
〔
抄
〕

[

一

}

勅
令
第
三
三
一
号

一
九
二
七
(
昭
和
二
)
年
一
一
月
三
O
日

朕
陸
軍
補
充
令
改
正
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ

之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
二
年
十
一
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣
男
爵
田
中

陸

軍

大

臣

白

川

義義
則一

勅
令
第
三
百
三
十

一
号



兵役・軍事教練・学徒動員

陸
軍
補
充
令

目

次

第
一
章
現
役
士
宮
ノ
補
充

第
一
款
各
兵
科
士
官

第
二
款
技
術
将
校
タ
ル
ベ
キ
各
兵
科
士
官

第
三
款
経
理
部
士
宮

第
四
款
衛
生
部
士
官

第
五
款
獣
医
部
士
官

第
二
章
予
備
役
士
宮
ノ
補
充

第
三
章
現
役
下
士
ノ
補
充

第
四
章
予
備
役
及
後
備
役
下
士
ノ
補
充

第
五
章
現
役
ノ
憲
兵
上
等
兵
及
楽
手
補
ノ
補
充

第
六
章
戦
時
又
ハ
事
変
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
特
別
補
充

第
七
章
平
時
ニ
於
ケ
ル
特
別
補
充

第

八

章

雑

則

附
則

〔
中
略
〕

第
二
章
予
備
役
士
官
ノ
補
充

第
五
十
二
条
予
備
役
士
官
ハ
左
ノ
区
分
ニ
従
ヒ
之
ヲ
補
充
ス

一
各
兵
科
士
宮
各
兵
科
幹
部
候
補
生
ニ
シ
テ
少
尉
ニ
任
ゼ
ラ

ル
ル
ノ
資
格
ヲ
具
フ
ル
者

第 14章

二
経
理
部
士
官
経
理
部
幹
部
候
補
生
ニ
シ
テ
三
等
主
計
ニ
任

ゼ
ラ
ル
ル
ノ
資
格
ヲ
具
フ
ル
者

三
衛
生
部
士
宮
衛
生
部
幹
部
候
補
生
ニ
シ
テ
三
等
軍
医
又
ハ

三
等
薬
剤
{
呂
ニ
任
ゼ
ラ
ル
ル
ノ
資
格
ヲ
具
フ
ル
者

四
獣
医
部
士
官
獣
医
部
幹
部
候
補
生
ニ
シ
テ
二
一
等
獣
医
ニ
任

ゼ
ラ
ル
ル
ノ
資
格
ヲ
具
フ
ル
者

第
五
十
三
条
各
兵
科
幹
部
候
補
生
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
資
格
ヲ
具
へ
幹

部
候
補
生
タ
ル
コ
ト
ヲ
志
願
ス
ル
者
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ

一
予
備
役
及
後
備
役
士
宮
タ
ル
ノ
希
望
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト

二
年
齢
十
七
年
以
上
二
十
八
年
未
満
(
志
願
ノ
年
ノ
十
二
月
一

日
ニ
於
ケ
ル
年
齢
ト
ス
)
ノ
者
ニ

シ
テ
陸
箪
大
臣
ノ
定
ム
ル
身
体

検
査
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ナ
ル
コ
ト

三
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
シ
且
当
該
学
校
ノ
配
属
将
校
(
陸
軍
現

役
将
校
配
属
令
又
ハ
大
正
十
四
年
勅
令
第
二
百
四
十
六
号
ニ
依

リ
配
属
シ
タ
ル
将
校
ヲ
謂
フ
以
下
之
ニ
同
ジ
)
ニ
於
テ
行
フ
教
練

ヲ
修
了
シ
其
ノ
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ナ
ル
コ
ト

(
イ
)
配
属
将
校
ヲ
附
シ
タ
ル
学
校
(
研
究
科
、
選
科
等
ノ
別
科

ヲ
除
ク
)
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

(
ロ
)
配
属
将
校
ヲ
附
シ
タ
ル
高
等
学
校
高
等
科
又
ハ
大
学
令

ニ
依
ル
大
学
予
科
ノ
第

一
学
年
ノ
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

(
ハ
)
配
属
将
校
ヲ
附
シ
タ
ル
学
校
ニ
シ
テ
陸
軍
大
臣
ニ
於
テ
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法令・規則

高
等
学
校
高
等
科
ト
同
等
以
上
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ノ
第
一
学
年

ノ
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

陸
軍
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
修
業
期
間
中
ノ
食
料
、
被
服
、

装
具
等
ノ
費
用
ヲ
自
弁
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト

禁
鋼
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
又
ハ
破
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
復

権
ヲ
得
ザ
ル
者
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
幹
部
候
補
生
タ
ル
コ
ト

ヲ
得
ズ

四

第 1編

教
練
ノ
検
定
ニ
関
ス
ル
事
項
ハ
陸
軍
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
五
十
四
条
各
部
幹
部
候
補
生
ハ
前
条
ニ
規
定
ス
ル
資
格
ノ
外
尚

左
ニ
掲
グ
ル
資
格
ヲ
具
へ
幹
部
候
補
生
タ
ル
コ
ト
ヲ
志
願
ス
ル
者

ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ

一
経
理
部
幹
部
候
補
生
法
律
、
経
済
又
ハ
商
業
ニ
関
ス
ル
学

科
ヲ
教
授
ス
ル
専
門
学
校
又
ハ
陸
軍
大
臣
ニ
於
テ
之
ト
同
等
以

上
ト
認
ム
ル
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

二
衛
生
部
幹
部
候
補
生
医
師
免
許
証
ヲ
有
シ
若
ハ
之
ヲ
受
ク

ペ
キ
資
格
ア
ル
者
又
ハ
薬
剤
師
免
許
証
ヲ
有
シ
若
ハ
之
ヲ
受
ク

ペ
キ
資
格
ア
ル
者

三
獣
医
部
幹
部
候
補
生
獣
医
師
免
許
証
ヲ
有
シ
又
ハ
之
ヲ
受

ク
ペ
キ
資
格
ア
ル
者

第
五
十
五
条
各
兵
科
部
ニ
配
当
ス

ペ
キ
幹
部
候
補
生
ノ
人
員
ハ
陸

軍
大
臣
毎
年
之
ヲ
定
ム

幹
部
候
補
生
ノ
採
否
及
其
ノ
属
ス
ル
兵
科
部
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依

リ
陸
軍
大
臣
ノ
定
メ
タ
ル
人
員
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
軍
事
上
ノ
必
要

ニ
基
キ
聯
隊
区
司
令
官
之
ヲ
定
ム
但
シ
兵
科
部
ノ
決
定
ニ
関
シ
テ

ハ
本
人
ノ
希
望
ヲ
参
酌
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
六
条
幹
部
候
補
生
ハ
陸
軍
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ヲ

各
隊
ニ
入
営
セ
シ
メ
其
ノ
本
務
ニ
必
要
ナ
ル
勤
務
及
軍
事
学
ヲ
習
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得
セ
シ
ム

第
五
十
七
条
幹
部
候
補
生
ノ
入
営
後
ノ
修
業
期
間
左
ノ
如
シ

一
左
ニ
掲
グ
ル
学
校
ヲ
卒
業
シ
且
当
該
学
校
ニ
於
テ
配
属
将
校

ノ
行
フ
教
練
ヲ
修
了
シ
其
ノ
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ

ハ
十
月
ト
ス

(
イ
)

大
学
令
ニ
依
ル
大
学
ノ
学
部
若
ハ
予
科
又
公
高
等
学
校

高
等
科

(
ロ
)
専
門
学
校
、
高
等
師
範
学
校
又
ハ
陸
軍
大
臣
ニ
於
テ
之

ト
同
等
以
上
ト
認
ム
ル
学
校

(
ハ
)
中
学
校
卒
業
ヲ
入
学
程
度
ト
ス
ル
修
業
年
限
二
年
以
上

ノ
学
校

二

前
号
ニ
掲
グ
ル
以
外
ノ
学
校
ヲ
卒
業
シ
且
当
該
学
校
ニ
於
テ

配
属
将
校
ノ
行
フ
教
練
ヲ
修
了
シ
其
ノ
検
定
-
一
合
格
シ
タ
ル
者

ニ
在
リ
テ
ハ
一
年
ト
ス

第
五
十
八
条
幹
部
候
補
生
ニ
対
シ
テ
ハ
左
ノ
区
分
ニ
依
リ
階
級
ヲ



与
へ
又
ハ
階
級
ニ
進
ム
但
シ
軍
曹
同
相
当
官
以
上
ノ
階
級

ニ
進
ム

ル
ハ
成
績
良
好
ナ
ル
者

二
限
ル

者条前第
者当該号ー第粂前

其

J者L卒孝7ル大章部 大学士I ノ
号 他

該当
ノ
者 タ依

ニ八ノ入 月ノ入
進月 ノみ後入直晶U込

進月後営後直 ノ後後営直ムノー 後 上

後伍長 等卒、 二ニ
軍曹等兵ニ 曹軍 ニ
ノ、ー

、概ネ 等卒 階概等卒 概ネ続ネ等卒
級ネ

概ネ五ノ ニ六ノ 八 四 ノ
十 月 階 進 月 級階 月 月 階
月ノ級 ムノ ノノ級

ノ後喜兵 ヲ
後伍 与ヲ 後曹 後ヲ

後与 伍 与

軍曹 へ 長 へ 長長へ

ノ 概ネ 概、 概ネ ノ 、概ネ

級階概ネ 二月
ネ三 級階概ネ二

八月 ニ六 月

兵役・軍事教練 ・学徒動員

前
項
ノ
規
定
ニ

依
リ
下
士
ノ
階
級
ニ
進
ム

ル
場
合
ニ
於
テ
各
部
幹

部
候
補
生
ノ
階
級
ハ
各
部
及
階
級
ノ
区
分
一
一従
ヒ
計
手
、
看
護
長

又
ハ
蹄
鉄
工
長
ノ
階
級
ト
ス

第
五
十
九
粂
幹
部
候
補
生

ニ
対
シ
テ

ハ
陸
軍
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
ニ

依
リ
修
業
期
間
ノ
終
ニ
於
テ
終
末
試
験
ヲ
行
ヒ
其
ノ
成
績
ト
平
素

ニ
於
ケ
ル
勤
務
ノ
成
績
ト
ヲ
参
酌
シ
合
格
不
合
格
ヲ
決
定
ス

疾
病
其
ノ
他
遊
ク
ペ
カ
ラ
ザ
ル
事
故
ニ

因
リ
終
末
試
験
ヲ
受
ク
ル

コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
者
ハ
退
営
ノ
日
ヨ
リ
二
年
以
内
ニ
於
テ
之
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
得

第 14章

第
六
十
条
前
条
ノ
終
末
試
験

ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ヲ
将
校
同
相
当
宮

ト
為
ス
ノ
可
否
ハ
鐙
衡
会
議
ニ
於
テ
之
ヲ
決
ス

前
項
ノ
鐙
衡
会
議
ノ
組
織
-一
関
シ
テ
ハ
第
十
条、

第
二
十
九
条
、

第
三
十
八
条
又
ハ
第
四
十
七
条
ノ
例

ニ
依
ル

第
六
十

一
条
前
条
ノ
鐙
衡
会
議
ニ
於
テ
可
決
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
左

ノ
区
分

ニ
依
リ
当
該
兵
科
部
ノ
士
宮
ニ
任
ゼ
ラ
ル
ル
ノ
資
格
ヲ
具

フ
ル

モ
ノ
ト
ス

監候部幹筒

衛 経 各

生部
理

科兵幹部
幹 幹

部候補
部

候部補f補度

生 生 生 生
トーー「一

薬剤 師医

師 免
免

証許
許証 ヲ
ヲ 有
有 ス
ス /レ
ノレ 者
者

一 少

等
等薬剤官

等 等

獣 軍 主

医 医 言十尉

第
六
十
二
条
幹
部
候
補
生
ニ
シ
テ
他
ノ
兵
籍
ニ
編
入
セ
ラ
レ
タ
ル

者
又
ハ
左
ノ
各
号
ノ

一
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
幹
部
候
補
生
ヲ
免
ズ

一

軍
紀
ヲ
索
リ
若

ハ
屡
法
則
ヲ
犯
シ
又
ハ
品
行
不
正
ニ
シ
テ
改

憐
ノ
見
込
ナ
キ
者

二
成
績
不
良
ニ
シ
テ
修
業
ノ
見
込
ナ
キ
者

疾
病
其
ノ
他
身
体
又
ハ

精
神
ノ
異
常
ニ
因
リ
修
業
ノ
見
込
ナ

四
キ
者前

各
号

-一
掲
グ
ル
者
ノ
外
予
備
役
ノ
幹
部
タ
ル

ニ
適
セ
ズ
ト
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認
メ
タ
ル
者

〔
中
略
〕

附

則

第
百
二
十

一
条
本
令
ハ
昭
和
二
年
十
二
月

一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

第 1編

改
正

昭
六
勅
令
四
O
、
昭
七
勅
令
七
五
、
昭
八
勅
令
七
一
、
昭
九
勅
令
二
九

二
、
昭
一

O
勅
令
二
六
回
、
勅
令
三
二
六
、
昭
一
一
勅
令
二
三
三
、
勅

令
四
三
入、

昭
一
二
勅
令
一
一
二
、
勅
令
六
五
回
、
昭
一
三
勅
令
二
ニ

七
、
勅
令
六
四
七
、
昭
一
四
勅
令
三

一
、
勅
令
六
六
O
、
昭一

五
勅
令

二一

四
、
勅
令
二
九
三、

勅
令
五
八
四
、
昭
一
六
勅
令
六
一

九
、
昭
一

七
勅
令
三
二
四
、
勅
令
八
O
一、

昭
一
八
勅
令
七
五
二
、
昭
一
九
勅
令

二
四
四
、
勅
令
四
四
八
、
勅
令
四
五
六
、
勅
令
五
二
九
、
勅
令
五
九
三
、

昭
二
O
勅
令
二
O
一
、
勅
令
二
二
八
、
勅
令
二
九
五
、
勅
令
三
八
三、

勅
令
四
三
三
、
勅
令
四
六
五

〔注〕

一
九

一一

・一

0
・
二
六
勅
令
第
二
七
O
号
で
公
布
。

一
九
四
六
・
六
・

一
五
勅
令
第
=
二

九
号
で
廃
止
。

五

兵
役
法
一
部
改
正
〔
抄
〕

[

一

]

法
律
第
一

号

一
九
三
九
(
昭
和
一
四
)
年
三
月
八
日
(
官
報
三
月
九
日
)

兵
役
法
中
左
ノ
通
改
正
ス

〔
中
略
〕

第
四
十
一
条
徴
兵
検
査
ヲ
受
ク
ベ

キ
者
ニ
シ
テ
勅
令
ノ
定
ム
ル
学

校
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
年
紛
二

十
六
年
迄
ヲ
限
ト
シ
其
ノ
徴
集
ヲ
延
期
ス

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
徴
集
ヲ
延
期
セ
ラ
レ
タ
ル
者
-
一
対
シ
テ

ハ
在

学
ノ
事
由
止
ム
年
又
ハ
其
ノ
翌
年
ニ
於
テ
徴
兵
検
査
ヲ
行
フ
但
シ

一
ノ
学
校
卒
業
ノ
日
ヨ
リ
六
月
以
内
ニ
他
ノ
学
校
ニ
入
学
ス
ル
者

-
一
付
テ
ハ
徴
集
延
期
ノ
事
由
尚
継
続
ス
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

第

一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
徴
集
ヲ
延
期
セ
ラ
レ
タ
ル
期
間
、満
了
ノ
年

ニ
至
ル
モ
在
学
ノ
事
由
尚
止
マ
ザ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
其
ノ
年
徴
兵

検
査
ヲ
行
フ

戦
時
又
ハ
事
変
ニ
際
シ
特
ニ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
勅
令
ノ
定

ム
ル
所
ニ
依
リ
徴
集
ヲ
延
期
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得

〔
中
略
〕

附

則

本
法
ハ
昭
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
但
シ
〔
中
略
〕

第
四
十
一
条
及
第
六
十
七
条
ニ
関
ス
ル
部
分
ハ
昭
和
十
四
年
十
二
月

一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

834 



-'-，、

兵
役
法
施
行
令
一
部
改
正
〔
抄
〕

[

一

]

勅
令
第
七
五
号

一
九
三
九
(
昭
和
一
四
)
年
三
月
二
四
日
(
官
報
三
月
二
五
日
)

兵役・軍事教練・学徒動員

兵
役
法
施
行
令
中
左
ノ
通
改
正
ス

〔
中
略
〕

第
百
条
中
「
左
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ハ
兵
役
法
第
四
十
一
条
第
一
項
ノ
規

定
ニ
依
ル
中
学
校
ノ
学
科
程
度
ト
同
等
以
上
ト
認
ム
ル
学
校
ト
ス
」

ヲ
「
左
ニ
掲
グ
ル
学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
本
人
ノ
願
ニ
基

キ
兵
役
法
第
四
十
一
条
第
一
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
徴
集
ヲ
延
期
ス
」
ニ
、

同
条
第
一
号
中
「
師
範
学
校
」
ヲ
「
中
学
校
、
師
範
学
校
」
ニ
改
ム

第
百
一
条
前
条
第
一
号
ニ
掲
グ
ル
学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
付
徴
集

ヲ
延
期
シ
得
ベ
キ
期
間
ハ
左
ノ
区
分
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス

第 14章

臨 大学令等高学範校師学 実等学高校学中
学

時教員 ニ校 校業A寸'"校
校

養依科高等 科尋常
ノ

所成大AルでLf- 区

予
分

手4

年齢
出月一
生一月 徴
シ日二 集

十 タ迄日 ヲ
/レノヨ

延
年 者間リ
迄 ニ四 期

ン

齢年 年齢
出月四 得
生一月

'" シ日二
キ十 十 タ迄日

/レノヨ 期

年
年迄

者間リ 間
迄

大草
校青年学教員

依
ノレ

大学医学部
養成

所

年齢 年齢 年齢

十 十 十
五 四

年迄 年迄 年迄

年齢 齢年 齢年

十 十 十
ノ、 五 四
年

年迄
年

迄 迄
」

戦
時
又
ハ
事
変
ニ
際
シ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
項
ノ
期
間
ハ

陸
軍
大
臣
及
文
部
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
一
一
依
リ
之
ヲ
短
縮
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

前
条
第
二
号
又
ハ
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
付
徴

集
ヲ
延
期
シ
得
ベ
キ
期
間
ハ
其
ノ
入
学
資
格
及
修
業
年
限
ニ
応
ジ

第
一
項
ニ
掲
グ
ル
学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
ノ
例
ニ
準
ジ
陸
軍
大
臣
之

ヲ
{
疋
ム

〔
中
略
〕

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
但
シ
〔
中
略
〕
第
百
条
乃
至
第

百
二
条
〔
中
略
〕
ノ
改
正
規
定
ハ
昭
和
十
四
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
之

ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

835 



七

在
学
徴
集
延
期
期
間
ノ
短
縮
ニ
関
ス
ル
件

法令 ・規則

陸
軍
省
令
第
二
号

文
部

一
九
四
一
(
昭
和
二
ハ
)
年
一

O
月
一
六
日

第 l編

在
学
徴
集
延
期
期
間
ノ
短
縮
ニ
関
ス
ル
件
左
ノ
通
定
ム

昭
和
十
六
年
十
月
十
六
日

陸

軍

大

臣

東

俊

英

機

文

部

大

臣

橋

回

邦

彦

第
一
条
兵
役
法
施
行
令
第
百
一
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
兵
役
法

施
行
令
第
百
条
第
一
号
ニ
掲
グ
ル
学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
付
兵
役

法
第
四
十
一
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
徴
集
ヲ
延
期
シ
得
ベ
キ
期

間
ハ
兵
役
法
施
行
令
第
百
一
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
当
分
ノ

内
左
ノ
区
分
ニ
依
ル

臨 大者ユ学枝科高等高等 被師範学
学校業実 校等学高 校学中 学

待費養$:依ル
校

尋 ノ

草常寺
所学大予

区

分

手ヰ

年齢
出月一
生一月 徴
シ日二 集

十 タ迄日 ヲ
ノレノヨ

年迄
者間リ 延

ニ四 期
シ l

年齢 年齢 出月四 f辱
生一月 <<・
シ日二

キ十 十 タ迄日
Jレノヨ 期

年迄 年迄
者間リ 間

孝 童青年学員
依
/レ

養
成
所

年齢 齢年 年齢

十 十 十
四
年 年迄

年
迄 迄

年齢 齢年 世年給

十 十 十
五 四

年迄年迄 年迄

836 

前
項
ニ
規
定
ス
ル
期
間
内
ノ
者
ト
雄
モ
同
一
学
校
ニ
在
学
ス
ル
期

間
ガ
当
該
学
校
ノ
修
業
年
限
(
昭
和
十
六
年
文
部
省
令
第
七
十
九

回
す
ニ
依
リ
短
縮
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
当
該
修
業
年
限
以

下
之
ニ
同
ジ
)
ヨ
リ
八
月
ヲ
控
除
シ
タ
ル
期
間
(
専
門
学
校
又
ハ
高

等
師
範
学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
シ
テ
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
学
部
ニ

入
学
ス
ベ
キ
モ
ノ
及
中
学
校
、
実
業
学
校
、
師
範
学
校
、
青
年
学

校
教
員
養
成
所
、
高
等
学
校
又
ハ
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
予
科
ニ
在

学
ス
ル
者
ニ

在
リ
テ
ハ
修
業
年
限
)
ヲ
超
ユ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
者
ニ
付

テ
ハ
其
ノ
徴
集
ヲ
延
期
シ
得
ベ
キ
期
間
ハ
当
該
期
間
ノ
終
迄
ト
ス

徴
集
ヲ
延
期
ス
ル
学
校
ヨ
リ
他
ノ
徴
集
ヲ
延
期
ス
ル
学
校
-
一
転
校

(
一
ノ
学
校
ヲ
卒
業
シ
他
ノ
学
校
ニ
入
学
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
)
シ
タ

ル
者
ニ
対
ス
ル
前
項
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
前
ノ
学
校
ニ
在
学
シ
タ
ル

期
間
ヲ
後
ノ
学
校
ニ
在
学
ス
ル
期
間
ニ
通
算
ス

第
二
条
疾
病
其
ノ
他
己
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ニ
因
リ
滞
学
シ
タ
ル
者



(
滞
学
ス
ベ
キ
見
込
ノ
者
ヲ
合
ム
)
-
一
付
テ
ハ
前
条
第
二
項
ノ
規
定

ニ
拘
ラ
ズ
本
人
ノ
願
ニ
依
リ
前
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
期
限
迄
徴

集
ヲ
延
期
ス

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

第
一
条
第
三
項
ノ
規
定
ハ
本
令
施
行
前
ニ
於
ケ
ル
転
校
二
付
テ
ハ
之

ヲ
適
用
セ
ズ

改
正

昭
一
六
陸
軍
文
部
省
令
四
、
昭
一
七
陸
軍
文
部
省
令
て
陸
軍
文
部
省

令
二
、
昭
一
八
陸
軍
省
令
二

注

九
四

五
陸
軍
文
部
省
令
第

τ7 

で
廃
止

兵役 ・軍事教練・学徒動員

兵
役
法
施
行
令
一
部
改
正
〔
抄
〕

i¥ 

{

一

]

勅
令
第
九
七
一
号

一
九
四
二
昭
和
二
ハ
)
年
一
一
月
一
四
日
(
官
報
一
一
月
一
五
日
)

兵
役
法
施
行
令
中
左
ノ
通
改
正
ス

〔
中
略
〕

第
百
一
条
第
一
項
中
「
一
議
伴
唯
一特
知
学
予
科
」

校
教
員
養
成
所
」
ノ
次
ニ
「
一
議
荘
一
一
諸
岬
…
矧
学
予
科
」

学
令
ニ
依
ル
大
学
学
部
(
医
学
部
ヲ
除
ク
)
」
ヲ
「
大
学
令
ニ
依
ル
大

ヲ
削
リ
「
実
業
学

第 14章

ヲ
加
へ
「
大

学
学
部
(
医
学
部
医
学
科
ヲ
除
ク
)
」
ニ

、
「
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
医
学

部
」
ヲ
「
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
医
学
部
医
学
科
」
ニ
改
ム

〔
中
略
〕

1

S

3

0
リ

山

円

目

見

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

九

在
学
徴
集
延
期
期
間
ノ
短
縮
ニ
関
ス
ル
件
一
部
改
正

陸
軍

E
H
省
令
第
四
号

4
J志
向

一
九
四
二
昭
和
二
ハ
)
年
一
一
月
二
O
日

「
高
等
学
校
高
等
科

第
一
条
第
一
項
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
予
科
」

庁

「
高
等
学
校
高
等
科

員
養
成
所
」
ノ
次
ニ

大
学
令
ニ
依
ル
大
学
予
科
」

ニ
依
ル
大
学
学
部
(
医
学
部
ヲ
除
ク
こ
ヲ
「
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
学

部
(
医
学
部
医
学
科
ヲ
除
ク
)
」
ニ
、
「
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
医
学
部
」

ヲ
「
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
医
学
部
医
学
科
」
ニ
改
ム

同
条
第
二
項
中
「
昭
和
十
六
年
文
部
省
令
第
七
十
九
号
」
ノ
下
ニ
「
又

ハ
昭
和
十
六
年
文
部
省
令
第
八
十
一
号
」
ヲ
加
フ

附
則
第
二
項
中
「
本
令
施
行
前
」
ヲ
「
昭
和
十
七
年
四
月
三
十
日
以

前
」
ニ
改
ム

ヲ
削
リ
「
実
業
学
校
教

ヲ
加
へ
「
大
学
令

837 



法令・規則

附

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

本
令
施
行
ノ
際
現
三
両
等
学
校
高
等
科
又
ハ
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
予

科
ノ
最
高
学
年
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
付
徴
集
ヲ
延
期
シ
得
ベ
キ
期
間
ハ

第
一
条
第
一
一
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
一
月
二
日
ヨ
リ
四
月
一
日
迄
ノ
間

ニ
出
生
シ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
年
齢
二
十
三
年
迄
、
四
月
二
日
ヨ
リ

一
月
一
日
迄
ノ
閑
ニ
出
生
シ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
年
齢
二
十
四
年
迄

l{IJ 

第 l編

ス

陸
軍

昭
和
十
六
年
省
令
第
三
号
ハ
之
ヲ
廃
止
ス

文
部

。
兵
役
法
施
行
令
一
部
改
正
〔
抄
〕

[

一

]

勅
令
第
二
=
一
八
号

一
九
四
三
(
昭
和
一
八
)
年
三
月
二
九
日
(
官
報
一
二
月
一
二
O
日
)

兵
役
法
施
行
令
中
左
ノ
通
改
正
ス

〔
中
略
〕

第
百
一
条
第
一
項
ヲ
左
ノ
知
ク
改
ム

前
条
第
一
号
ニ
掲
グ
ル
学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
付
徴
集
ヲ
延
期
シ

得
ベ
キ
期
間
ハ
左
ノ
区
分
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス

事大

ifi 5聖校5霊童養5員成2E員E 校

535 学

校

ノ

ご会ョL大主部 校喜乙
区

分

年齢 年齢 年齢 年齢
出月一
生一月 徴
シ日二 集

十 十 十 十 タ迄日 ヲ
五 四 lレノヨ
年 年 年迄

年 者間リ 延

迄 迄 迄 ニ四 期

ン

齢年 齢年 齢年 齢年 出月四 得
生一月 "̂' 占
シ日二

キ十 十 十 十 タ迄日
，、 五 四 lレノヨ 期

年
年迄 年迄 年迄

者間リ 間
迄 一

838 

〔
中
略
〕

附

則

本
令
ハ
昭
和
十
八
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
中
略
〕

昭
和
十
八
年
=
一
月
三
十
一
日
ニ
於
テ
従
前
ノ
第
百
条
各
号
ニ
掲
グ
ル

学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
ノ
徴
集
ノ
延
期
ハ
陸
軍
大
臣
及
文
部
大
臣
ノ
定

ム
ル
所
ニ
依
リ
第
百
条
及
第
百
一
条
ノ
改
正
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
仰
従
前



ノ
例
-
一
依
ル〔

以
下
略
〕

在
学
徴
集
延
期
臨
時
特
例

[

一

]

勅
令
第
七
五
五
号

一
九
四
一
二
(
昭
和
一
八
)
年
一

O
月
一
日
(
官
報
一

O
月
二
日
)

朕
在
学
徴
集
延
期
臨
時
特
例
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
十
八
年
十
月
一
日

兵役・軍事教練・学徒動員

内
閣
総
理
大
臣
兼

陸

軍

大

臣

海

軍

大

臣

内

務

大

巨

大

東

亜

大

臣

文

部

大

東
f首長

英
機

嶋
田
繁
太
郎

安
藤
紀
三
郎

青

木

一

男

臣

子

爵

阿

部

長

景

勅
令
第
七
百
五
十
五
号

在
学
徴
集
延
期
臨
時
特
例

兵
役
法
第
四
十
一
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
当
分
ノ
内
在
学
ノ
事
由

ニ
因
ル
徴
集
ノ
延
期
ハ
之
ヲ
行
ハ
ズ

附

則

第 14章

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
注
〕
一
九
四
五
・
一
一
・
一
七
勅
令
第
六
三
四
号
で
廃
止
。

修
学
継
続
ノ
為
ノ
入
営
延
期
等
二
関
ス
ル
件
〔
抄
〕
[
一
]

陸
軍
省
令
第
五
四
号

一
九
四
一
ニ
(
昭
和
一
八
)
年
一
一
月
一
一
二
日

修
学
継
続
ノ
為
ノ
入
営
延
期
等
ニ
関
ス
ル
件
左
ノ
通
定
ム

昭
和
十
八
年
十
一
月
十
三
日

陸

軍

大

臣

東

俊

英

機

陸
軍
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
学
校
ニ
在
学
ス
ル
者
現
役
兵
ト
シ

テ
入
営
ス
ペ
キ
場
合
ニ
ハ
兵
役
法
第
四
十
五
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依

リ
其
ノ
入
営
ヲ
延
期
ス

前
項
ノ
学
校
ノ
指
定
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
学
校
又
ハ
其
ノ
科
ニ
付
之
ヲ

行
ヒ
且
之
ヲ
告
示
ス

一
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
院
又
ハ
研
究
科
、
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
々

部
、
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
予
科
、
専
門
学
校
、
高
等
学
校
高
等

科
、
高
等
師
範
学
校
、
師
範
学
校
、
臨
時
教
員
養
成
所
、

実
業

学
校
教
員
養
成
所
及
青
年
学
校
教
員
養
成
所

二
宮
内
大
臣
、
文
部
大
臣
以
外
ノ
各
省
大
臣
、
朝
鮮
総
督
、
台

第
一
条

839 



法令・規則

湾
総
督
、
満
洲
国
駐
劉
特
命
全
権
大
使
又
ハ
樺
太
庁
長
官
ノ
所

轄
学
校
ニ
シ
テ
前
号
ニ
掲
グ
ル
学
校
一
一
一
準
ズ
ル
学
校

三
前
二
号
ニ
掲
グ
ル
以
外
ノ
学
校
ニ
シ
テ
特
ニ
必
要
ト
認
ム
ル

モ
ノ

第 1編

第

条

前
条
第
二
項
第
一
号
ニ
掲
グ
ル
学
校
ニ
シ
テ
前
条
ノ
指
定

ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
付
入
営
ヲ
延
期
ス
ペ
キ
期
間
ハ

当
該
学
校
ノ
修
業
(
在
学
)
年
限
ノ
終
期
迄
ト
ス
但
シ
其
ノ
期
間
ヲ

超
エ
仇
在
学
シ
ア
ル
者
又
ハ
前
条
ノ
指
定
ア
リ
タ
ル
上
級
学
校
ニ

入
学
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
聯
隊
区
司
令
官
ニ
於
テ
巳
ム
ヲ
得
ザ
ル
事

由
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
左
ノ
区
分
ニ
依
リ
其
ノ
入
営

ヲ
延
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

5重要5餐員23量成5 校
Z 3 1 模事

学

i写ノ 依学科ュJ大子v 

校

ノ

区

分

達ス 年船 出月一
入|生一月

ル二 シ日二 営
日十 タ迄日
迄ー Jレノヨ

年 者間リ 延
ニ四 期

逮ス 年齢 達ス 齢年 出月四 ス

生一月 '" ルニ ル二 シ日ニキ
日十 日十 タ迄日
迄二 迄ー

年 年 者間リ問

一 一一

学院又大学令
:著大

(大書筆i 等高

学長科医 /V 校範師学
ノ、ょニ

研科究依ル大

一一
乙除ヲ 李玉蔀 義専切

後期 期前

期前 大学 達ス 齢年 達ス 年齢

ノ 々 ル二 ル 二

規疋
部 日十 日十
ノ

規正巳
迄ニ 迄二

ヨ 年 年
ヨ

更
更

達ス 年齢 達ス 年齢

年
年延

ル二 ル二
延 日十 日十
長 長 迄四 迄三
ス ス 年 年

840 

前
粂
第
二
項
第
二
号
ニ
掲
グ
ル
学
校
ニ
シ
テ
前
条
ノ
指
定
ア
リ
タ

ル
モ
ノ
ノ
中
師
範
教
育
令
、
高
等
学
校
令
、
専
門
学
校
令
又
ハ
大

学
令
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
為
シ
タ
ル
学
校
ニ
於
ケ
ル
修
業
(
在
学
)
年
限

ト
入
営
ヲ
延
期
シ
得
ベ
キ
期
間
ノ
関
係
ニ
付
テ
ハ
前
項
ニ
規
定
ス

ル
モ
ノ
ニ
同
ジ

前
条
ノ
指
定
ア
リ
タ
ル
学
校
ニ
シ
テ
前
二
項
以
外
ニ
学
校
ニ
於
ケ

ル
修
業
(
在
学
)
年
限
ト
入
営
ヲ
延
期
ス
ベ
キ
期
間
ト
ノ
関
係
ニ
付

テ
ハ
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ニ
同
ジ
但
シ
第
一
項
但
書
ノ
場
合

ニ
於
ケ
ル
入
営
ヲ
延
期
ス
ベ
キ
期
間
ハ
前
条
ノ
告
示
ト
共
ニ
之
ヲ

止口
一不
ス

入
営
ヲ
延
期
ス
ル
学
校
ヨ
リ
他
ノ
入
営
ヲ
延
期
ス
ル
学
校
-
一
転
校

(
一
ノ
学
校
ヲ
卒
業
シ
他
ノ
上
級
学
校
ニ
入
学
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
)

シ
タ
ル
者
二
対
ス
ル
前
三
項
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
前
ノ
学
校
ニ
在
学



シ
タ
ル
期
間
ヲ
後
ノ
学
校
ニ
在
学
ス
ル
期
間
ニ
通
算
ス

〔
中
略
〕

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

改
正

昭
一
八
陸
令
五
九
、
隆
令
六
八
、
昭
一
九
陸
令
一
五
、
昭
二
O
陸
令
六

兵役・軍事教練・学徒動員

入
営
(
召
集
)
ヲ
延
期
ス
ベ
キ
学
校
及
入
営
(
召
集
)
ヲ
延
期
ス

ベ

キ

期

間

〔

抄

〕

[

一

}

陸
軍
省
告
示
第
五
四
号

一
九
四
三
(
昭
和
一
八
)
年
一
一
月
一
三
日

昭
和
十
八
年
陸
軍
省
令
第
五
十
四
号
第
一
条
、
第
二
条
第
三
項
及
第

十
条
ノ
規
定
ニ
基
キ
入
営
(
召
集
)
ヲ
延
期
ス
ベ
キ
学
校
及
入
営
(
召

集
)
ヲ
延
期
ス
ベ
キ
期
間
左
ノ
通
定
ム

昭
和
十
八
年
十
一
月
十
三
日

第 14章

陸

軍

大

臣

東

像

英

機

主
二
昭
和
十
八
年
陸
軍
省
令
第
五
十
四
号
第
一
条
第
一
号
ニ
該
当

ス
ル
学
校
(
学
部
若
ハ
科
)

一
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
院
又
ハ
研
究
科
(
特
別
研
究
生
ニ
限
ル
)

五二
各 学 良寛 各

〔帝〔専〔 林雲大大
以国中門中 生 五 学 学
下大略学園各 物~ノ令
略学〕校〕 学農工ニ
〕臨 科業学依

ヲ経部ル
堕 除済 、大
属 ク学理学

豆 支科学々
古 理占南部
丙 科薬理

大生工
宅物学
医学部
科科
大血医
学丘学

学経警
王萱筆
業十学

科大 、部

〔
注
〕
一
九
四
四
・
五
・

二
四
陸
軍
省
告
示
第
一
二

号
で
廃
止
。

四

徴
兵
適
齢
臨
時
特
例
〔
抄
〕

[

一

]

勅
令
第
九
三
九
号

一
九
四
一
二
(
昭
和
一
八
)
年
一
二
月
一
一
一
二
日
(
官
報
一
一
一
月
二
四
日
)

朕
徴
兵
適
齢
臨
時
特
例
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

霊

昭
和
十
八
年
十
二
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣
兼

陸

軍

大

臣

841 

東
{~長

英
機



海

嶋
田
繁
太
郎

軍

大

臣

法令・規則

勅
令
第
九
百
三
十
九
号

徴
兵
適
齢
臨
時
特
例

兵
役
法
第
二
十
四
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
リ
当
分
ノ
内
同
法
第
二
十
三

条
第

一
項
及
第
二
十
四
条
ニ
規
定
ス
ル
年
齢

ハ
之
ヲ
十
九
年
ニ
変
更

第 l編

ス

鮒

本
令

ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
〔
以
下
略
〕

員。

改
正

昭
一
九
勅
令
二
八
一

〔注
〕

一
九
四
五
・
一

一
・
二
四
勅
令
第
六
五
三
号
で
廃
止
。

一
五

入
営
(
召
集
)
ヲ
延
期
ス
ベ
キ
学
校
及
入
営
(
召
集
)
ヲ
延
期
ス

ベ

キ

期

間

〔

抄

〕

[

一
]

陸
軍
省
告
示
第
二
一
号

一
九
四
四
(
昭
和
一
九
)
年
五
月
二
四
日

昭
和
十
八
年
陸
軍
省
令
第
五
十
四
号
第
一
条
、
第
二
条
第
三
項
及
第

十
条
ノ
規
定
ニ
基
キ
入
営
(
召
集
)
ヲ
延
期
ス

ベ
キ
学
校
及
入
営
(
召

集
)
ヲ
延
期
ス
ベ
キ
期
間
左
ノ
通
定
ム

昭
和
十
九
年
五
月
二
十
四
日

陸

軍

大

臣

東

俊

英

機

其
一
昭
和
十
八
年
陸
軍
省
令
第
五
十
四
号
第
一
条
第
一
号
ニ
該
当

ス
ル
学
校
(
学
部
若

ハ
科
)

一
大
学
令
ニ
依
ル
大
学
院
又
ハ
研
究
科
ノ
特
別
研
究
生

二

大

学
令
ニ
依
ル
大
学
学
部
学
科

〔
中
略
〕

京
都
帝
国
大
学
医
学
部
、
工
学
部
、
理
学
部
、
農
学
部
ノ
林
学

科
、
農
林
化
学
科
、
農
林
工
学
科

〔
中
略
〕

五

専

門

学

校

〔
中
略
〕

各
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門
部

〔
中
略
〕

鮒

842 

昭
和
十
八〔
年中
陸略則
軍〕
省
& 
CJ 

刀言

第
五
十
四
号
ノ、

之
ヲ
廃
止
ス

改
正

昭
一
九
隆
告
示
三
O
、
隆
告
示
三
五

〔
注
〕
一
九
四
五
・
二
・
八
陸
軍
省
告
示
第
四
号
で
廃
止
。



一占ハ

修
学
継
続
ノ
為
ノ
入
営
延
期
等
二
関
ス
ル
件
一
部
改
正
〔
抄
〕

[

一

]

陸
軍
省
令
第
六
号

一
九
四
五
(
昭
和
二
O
)
年
二
月
八
日

兵役・軍事教練・学徒動員

〔
前
略
〕

第
二
条
第
一
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
メ
同
条
第
二
項
中

「
高
等
学
校
令
、
」

ヲ
削
ル

前
条
第
二
項
第
一
号
ニ
掲
グ
ル
学
校
ニ
シ
テ
前
条
ノ
指
定
ア
リ
タ

ル
モ
ノ
ニ
在
学
ス
ル
者
ニ
付
入
営
ヲ
延
期
ス
ペ
キ
期
間
ハ
当
該
学

校
ノ
修
業
(
在
晶
子
)
年
限
(
短
縮
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
英
ノ

年
限
ト
ス
)
ノ
終
期
迄
ト
ス
但
シ
修
業
(
在
学
)
年
限
ヲ
超
エ
の
在
学

シ
ア
ル
者
ニ
シ
テ
聯
隊
区
司
令
官
ニ
於
テ
己
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ア

リ
ト
認
メ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
期
間
内
ニ
於
テ
其
ノ

入
営
ヲ
延
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第 14章

等品 学

師 校
範
学 ノ

校区

理分

ヰヰ

年 年 出月一
齢 生一月

齢 シ日一 入

十 ニタ迄百営
ー 十ルノヨヲ
年 年者間リ延

ニ四期

齢年 齢年 生出一月四月 ス

ー シ日一 キ
干 ータ迄日
一 十 Jレノヨ期

年 |年 者間ー リ 問

」 一三l_j

科官学学医除ヲタ

〔
中
略
〕

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

軍

事

教

練

陸
軍
現
役
将
校
学
校
配
属
令
〔
抄
)

[

一

]

勅
令
第
一
三
五
号

一
九
二
五
(
大
正
一
四
)
年
四
月
一
一
日
(
官
報
四
月
一
一
一
一
日
)

朕
陸
軍
現
役
将
校
学
校
配
属
令
ヲ
裁
可
シ
滋
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

摂

政

名

大
正
十
四
年
四
月
十
一
日

843 



法令・規則

内
閣
総
理
大
臣
子
爵
加
藤

陸

軍

大

臣

字

踊

一

文

部

大

臣

高
明

岡
田

良一
卒成

勅
令
第
百
三
十
五
号

陸
軍
現
役
将
校
学
校
配
属
令

第
一
条
{
目
立
又
ハ
公
立
ノ
師
範
学
校
、
中
学
校
、
実
業
学
校
、
高

等
学
校
、
大
学
予
科
、
専
門
学
校
、
高
等
師
範
学
校
、
臨
時
教
員

養
成
所
、
実
業
学
校
教
員
養
成
所
又
ハ
実
業
補
習
学
校
教
員
養
成

所
二
於
ケ
ル
男
生
徒
ノ
教
練
ヲ
掌
ラ
シ
ム
ル
為
陸
軍
現
役
将
校
ヲ

当
該
学
校
ニ
配
属
ス
但
シ
戦
時
事
変
ノ
際
其
ノ
他
巳
ム
ヲ
得
サ
ル

場
合
ニ
於
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
将
校
ノ
配
属
ハ
陸
軍
大
臣
文
部
大
臣
ト
協
議

シ
テ
之
ヲ
行
フ

配
属
将
校

ハ
教
練
ニ
関
シ
テ
ハ
当
該
学
校
長
ノ
指
揮
監
督
ヲ
承
ク

第
二
条
私
立
ノ
中
学
校
、
実
業
学
校
、
高
等
学
校
、
大
学
予
科
若

ハ
専
門
学
校
又
ハ
徴
兵
令
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ノ
規
定
ニ
依

ル
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
私
立
学
校
ニ
於
ケ
ル
男
生
徒
ノ
教
練
ヲ
掌
ラ

シ
ム
ル
為
当
該
学
校
ノ
申
請
ニ
因
リ
陸
軍
現
役
将
校
ヲ
之
ニ
配
属

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
将
校
ヲ
配
属
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
条
ノ

規
定
ヲ
準
用
ス

第 l編

大
学
学
部
ノ
申
出
ア
ル
ト
キ
ハ
前
二
項
ノ
規
定
ニ
準
シ
テ
陸
軍
現

役
将
校
ヲ
之
ニ
配
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
条
陸
軍
大
臣
及
文
部
大
臣
ハ
特
別
ノ
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
本
令

ニ
依
ル
将
校
ノ
配
属
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
条
陸
軍
大
臣
ハ
現
役
将
校
ヲ
シ
テ
本
令
ニ
依
リ
テ
将
校
ヲ
配

属
シ
タ
ル
学
校
ニ
於
ケ
ル
教
練
実
施
ノ
状
況
ヲ
査
閲
セ
シ
ム
ル
コ

ト
ヲ
得

〔
中
略
〕

除

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

844 

改
正

昭
四
勅
令
一
三
四
、
昭
-
O
勅
令
二
四
八
、
昭

二
ハ
勅
令
八
三
六
、
昭

一
九
勅
令
四
O
二

〔注〕

一
九
四
五
・
一
一
・
五
勅
令
第
六
一
九
号
で
廃
止
。

陸
軍
現
役
将
校
ノ
配
属
ヲ
受
ケ
テ
教
練
ヲ
行
フ
学
校
ニ
於
ケ
ル

教

練

教

授

要

目

〔

抄

〕

[

一

]

文
部
省
訓
令
第
六
号

一
九
二
五
(
大
正
一
四
)
年
四
月
一
三
日

文
部
省
訓
令
第
六
号



大

学

直

轄

諸

学

校

公
立
私
立
ノ
高
等
学
校
及
専
門
学
校

北

海

道

庁

府

県

学
校
二
於
ケ
ル
教
練
ノ
実
施
ニ
関
シ
左
ノ
通
教
練
教
授
要
目
ヲ
定
ム

陸
軍
現
役
将
校
ノ
配
属
ヲ
受
ケ
テ
教
練
ヲ
行
フ
学
校
二
在
リ
テ
ハ
本

教
授
要
目
ニ
依
り
教
練
ヲ
行
フ
へ
シ
之
カ
監
督
ノ
衝
ニ
当
ル
者
ハ
宜

シ
ク
本
教
授
要
目
ノ
示
ス
所
ニ
依
リ
土
地
ノ
情
況
ト
学
生
生
徒
ノ
心

身
ノ
発
達
ト
ニ
鑑
ミ
各
適
切
ナ
ル
教
程
ヲ
定
メ
以
テ
教
練
実
施
ノ
本

旨
ヲ
貫
徹
セ
シ
メ
ム
コ
ト
ヲ
期
ス
ヘ
シ

大
正
十
四
年
四
月
十
三
日

文
部
大
臣

良
平

岡
田

兵役・箪事教練・学徒動員

教
練
教
授
要
目次

同
口

教
材

教
材
ノ
配
当

師
範
学
校
中
学
校
実
業
学
校
高
等
学
校

門
学
校
高
等
師
範
学
校
臨
時
教
員
養
成
所

養
成
所
実
業
補
醤
学
校
教
員
養
成
所
大
学

毎
週
教
授
時
数
並
毎
年
野
外
演
習
日
数

教
練
教
授
要
目

一

教

材

各
個
教
練
部
隊
教
練
射
撃
指
揮
法
陣
中
勤
務

測

量

測

図

軍

事

講

話

戦

史

其

ノ

他

大
学
予
科
専

実
業
学
校
教
員

第 14章

旗
信
号

距
離

二
教
材
ノ
配
当

〔
中
略
〕

高
等
学
校

大
学
予
科

専
門
学
校

高
等
師
範
学
校

臨
時
教
員
養
成
所

実
業
学
校
教
員
養
成
所

実
業
補
習
学
校
教
員
養
成
所
(
修
業
年
限
二
年
)

左
記
ノ
教
材
ヲ
適
宜
配
当
シ
テ
之
ヲ
実
施
ス
へ
シ

各
個
、
部
隊
教
練

射
撃

指
揮
法

陣
中
勤
務

軍
事
講
話

備

考一
高
等
学
校
尋
常
科
ニ
於
ケ
ル
教
練
ハ
中
学
校
ニ
於
ケ
ル
教
練
一
一

準
ス

二
師
範
学
校
、
中
学
校
及
実
業
学
校
ニ
於
ケ
ル
既
習
事
項
ニ
習
熟

セ
シ
メ
特
ニ
指
揮
法
ノ
程
度
ヲ
向
上
セ
シ
ム
ヘ
シ

三
部
隊
教
練
一
一
於
テ
ハ
簡
易
ナ
ル
大
隊
教
練
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

四
射
撃
ニ
於
テ
ハ
毎
年
二
回
以
上
狭
窄
射
撃
ヲ
行
ヒ
尚
設
備
ノ
許

ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
一
回
以
上
実
包
射
撃
ヲ
行
フ
へ
シ

五
軍
事
講
話
ニ
於
テ
ハ
外
国
軍
制
ノ
要
綱
並
諸
兵
聯
A
同
部
隊
運
用

ノ
初
歩
ヲ
モ
教
授
ス
へ
シ

六
専
門
学
校
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
種
類
ニ
依
リ
当
該
学
科
ニ
適
応
ス
ル

事
項
ヲ
以
テ
前
掲
ノ
教
材
ノ
一
部
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

845 
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七
軍
事
ニ
関
ス
ル
諸
設
備
各
種
演
習
ノ
見
学
ハ
適
宜
之
ヲ
行
フ
へ

、ン

第 1編

大
学

高
等
学
校
、
大
学
予
科
等
ニ
於
テ
課
シ
タ
ル
事
項
ヲ
適
宜
配
当
シ
テ
実
施

ス
へ
シ

右
ノ
外
戦
史
ノ
概
要
ヲ
授
ク
へ

シ

備

考一
戦
史
ニ
於
テ
ハ
内
外
国
戦
史
ヲ
講
述
シ
英
ノ
一
般
ヲ
会
得
セ
シ

ム
へ

、ン

二
軍
事
ニ
関
ス
ル
諸
設
備
各
種
演
習
ノ
見
学
ハ
適
宜
之
ヲ
行
フ
へ

、ン

毎
週
教
授
時
数
並
毎
年
野
外
演
習
日
数

学

種

校

別

専
門
学
校
程
度
ノ
学
校

大

学

備

考一
師
範
学
校
本
科
第
一
部
ニ
在
リ
テ
ハ
第
五
学
年
ニ
於
テ
三
週
間

ノ
軍
事
講
習
ヲ
兵
営
又
ハ
野
営
地
ニ
於
テ
行
フ

二
高
等
学
校
尋
常
科
一
一
関
シ
テ
ハ
中
学
校
ニ
準
ス

三
本
表
ノ
日
時
数
ハ
最
少
限
度
ヲ
一
不
ス

大
一
五
文
訓
二
五
、
昭一

O
文
訓
一
五
、
昭
一
二
文
訓
二
六
、
昭一

六

文
訓
三
O
、
昭
一
八
文
訓
二
三

〔
注
〕
一
九
四
五
・
八
・
二
悶
発
動
第
二

O
号
で
廃
止
。

改
正

学
校
教
練
検
定
規
程
〔
抄
〕

[

一

]

陸
軍
省
令
第
二
二
号

一九
三
五
(
昭
和
一

O
)
年
一
一
月
三

O
日

846 

学
校
教
練
検
定
規
程
左
ノ
通
定
ム

昭
和
十
年
十
一
月
三
十
日

陸
軍
大
臣

)11 
島

義
之

学
校
教
練
検
定
規
程

第
一
条
配
属
将
校
(
陸
軍
現
役
将
校
学
校
配
属
令
又
ハ
大
正
十
四

年
勅
令
第
二
百
四
十
六
号
ニ
依
リ
学
校
二
配
属
シ
タ
ル
現
役
将
校

ヲ
謂
フ
以
下
之
ニ
同
ジ
)
ハ
当
該
学
校
ノ
最
終
学
年
ニ
於
テ
成
ル
ベ

ク
卒
業
期
ニ
近
ク
其
ノ
年
卒
業
ス
ベ
キ
者
(
大
学
学
部
ニ
在
リ
テ
ハ

教
練
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
限
ル
)
ニ
付
教
練
ノ
成
績
ヲ
検
定
シ
卒
業
ノ

際
其
ノ
A
ロ
否
ヲ
決
定
ス
ペ
シ
但
シ
卒
業
期
ニ
近
ク
検
定
ヲ
行
ヒ
難

キ
巳
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
情
ア
ル
学
校
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
検
定
ノ
時
期
ニ

付
別
ニ
指
定
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

配
属
将
校
ハ
当
該
学
校
ヲ
中
途
退
学
ス
ル
者
(
入
営
ノ
為
休
学
ス
ル

者
及
之
ニ
準
ズ
ル
者
ヲ
合
ム
以
下
之
ニ
同
ジ
)
及
其
ノ
研
究
科
、
選

科
等
ノ
別
科
(
正
科
ト
シ
テ
教
練
ヲ
課
シ
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
以
下
之

ニ
同
ジ
)
ヲ
修
了
又
ハ
中
途
退
学
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
其
ノ
際
教
練

ノ
成
績
ヲ
検
定
シ
其
ノ
A
ロ
否
ヲ
決
定
ス
ペ
シ
〔
中
略
〕

第
二
条
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
教
練
ノ
検
定
ニ
於
テ
之
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ヲ
合
格
卜
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

一
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
屡
教
練
ニ
闘
席
シ
タ
ル
者
其
ノ
他
教

練
実
施
ニ
於
テ
怠
慢
ナ
リ
シ
者
、
思
想
正
順
ヲ
欠
ク
者
又
ハ
素

行
不
良
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
屡
訓
戒
ヲ
受
ク
ル
モ
改
俊
セ
ザ
ル
モ
ノ

二
前
学
校
ニ
於
ケ
ル
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
ト
否
ト
ニ
拘
ラ
ズ
其

ノ
成
績
不
良
ナ
ル
者

三
師
範
学
校
在
学
者
ニ
シ
テ
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
当
該
学
校
ノ
軍

事
講
習
ヲ
受
ケ
ザ
リ
シ
モ
ノ

前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
合
否
ヲ
決
定
ス
ル
ニ
ハ
最
終
学
年
以
前
ノ
学

年
及
前
学
校
ニ
於
ケ
ル
教
練
ノ
成
績
ヲ
参
酌
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

〔
中
略
〕

t
リ

旬

wr

ロH
M
A

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

{
以
下
略
〕

昭
二
ニ
陸
令
四
五
、
昭
一
七
陸
令
二
四
、
陸
令
六
二
、
昭
二
O
陸
令
九

〔注〕

一
九
四
五
・
七
・

一
入
陸
軍
省
令
第
四
三
号
で
廃
止
。

改
正

第 14章

四

大
学
教
練
振
作
ニ
関
ス
ル
件

[
四
]

文
部
次
官
通
牒
発
専
第
八
一
号

一
九
三
九
(
昭
和
一
四
)
年
三
月
三

O
日

大
学
教
練
振
作
ニ
関
ス
ル
件

現
下
内
外
ノ
情
勢
ニ
鑑
ミ
学
校
教
練
ノ
振
作
ヲ
図
ル
ハ
極
メ
テ
緊
要

ナ
ル
事
ニ
有
之
予
而
大
学
学
部
教
練
ニ
関
シ
陸
軍
省
ト
協
議
中
ノ
処

今
般
別
紙
要
綱
ニ
基
キ
昭
和
十
四
年
度
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
ル
コ
ト
ト

相
成
タ
ル
ニ
付
テ
ハ
十
分
御
配
意
相
成
リ
実
施
上
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
セ

ラ
レ
度
此
段
通
牒
ニ
及
フ

大
学
学
部
教
練
ニ
関
ス
ル
要
綱

一
、
昭
和
十
四
年
四
月
一
日
以
降
大
学
学
部
教
練
ハ
総
長
(
又
ハ
学

長
)
ノ
指
揮
監
督
ノ
下
ニ
学
部
在
籍
学
生
全
員
之
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト

ス
但
シ
身
体
的
故
障
ア
ル
者
二
対
ス
ル
術
科
ハ
之
ヲ
免
除
ス

二
、
教
練
ノ
実
施
ニ
関
シ
左
ノ
通
走
ム

川
教
材学

科
(
戦
史
、
戦
術
、
軍
事
講
話
)

術
科
(
各
個
、
部
隊
教
練
、
射
撃
、
指
揮
法
)

右
教
材
範
囲
内
ニ
於
テ
土
地
ノ
情
況
、
当
該
大
学
ノ
学
情
等
ヲ

顧
慮
、
ン
概
ネ
教
練
進
一
度
参
考
表
ニ
準
拠
シ
実
施
ス
べ
シ

学
生
ノ
専
攻
ス
ル
学
科
ノ
種
類
ニ
依
リ
将
来
ヲ
考
慮
、
ン
当
該
学

科
ニ
適
応
ス
ル
事
項
ヲ
以
テ
教
材
ノ
一
部
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

847 
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所
要
兵
器
ノ
備
付
無
キ
カ
又
ハ
他
ヨ
リ
流
用
ノ
途
無
キ
学
部
ニ

於
テ
ハ
当
分
ノ
間
他
ノ
教
材
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

同
教
練
進
度
参
考
表

(
進
度
参
考
表

ハ
別
表
ト
ス
)

村
教
授
時
数

一
週
概
ネ
二
時
間
ヲ
標
準
ト
シ
毎
週
行
フ
ヲ
常
ト
ス
但
シ
術
科

ニ
関
シ
テ
ハ
土
地
ノ
情
況
等
ニ
依
リ
平
素
之
ヲ
実
施
シ
得
ザ
ル

場
合
ハ
学
年
毎
ニ
毎
学
期
某
期
間
ノ
連
続
訓
練
ヲ
実
施
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

三
、
教
授
カ

大
学
学
部
ニ
配
属
ス
ル
現
役
将
校

ハ
可
成
之
ヲ
充
足
ス
ル
コ
ト
ニ

カ
ム
ル
モ
一
部
ノ
欠
員
ア
ル
場
合
ニ
ハ
陸
軍
省
事
務
嘱
託
者
ヲ
以

テ
之
ヲ
補
助
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

大
学
ニ
於
テ
ハ
適
任
ノ
教
練
教
師
ヲ
採
用
シ
術
科
ノ
補
助
又
ハ
教

練
事
務
ノ
担
当
ニ
任
ゼ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

四
、
教
育
資
材

教
練
実
施
ノ
為
必
要
ナ
ル
小
銃
及
附
属
口
問
ハ
予
科
、
専
門
部
ヲ
有

ス
ル
学
部
ニ
在
リ
テ
ハ
当
分
之
ヲ
流
用
実
施
ス
ル
コ
ト
ト
シ
小
銃

等
ノ
備
付
無
キ
学
部
ニ
在
リ
テ
ハ
昭
和
十
四
年
五
月
末
日
迄
ニ
所

要
数
ノ
一
部
ヲ
優
先
払
下
グ

五
、
成
績
判
定

第 1編

成
績
ノ
判
定
ハ
検
定
規
定
ニ
依
ル
モ
出
席
不
良
(
概
ネ
七

O
%以

下
)
ナ
ル
者
ニ
就
テ
ハ
特
ニ
合
否
判
定
上
ニ
考
慮
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

848 

Bリ

紙
学 区

戦 史 戦 分

隊撃動作Jt修童学得 ルノ闘諸
ノメ亡検討ハ冶ヲ古今 ルヲ当 戦

大

戦 シ モ概要 ニ兵 昂以隆 世ノ選 モ得ナ争 学

関主学関種協 揚テ替 ン 戦大界教ヒノ我シルニ 学
ノニト 生教育ヲス ニ観家国ノー 訓テ史実粋国ム理対
一就キ シ ノ ル同 力 源国 ト精神陶 ル解ス 部

般要 テヲ軍事 原ノ ム ヲ ノ 史 シ タニ教ル
教

大攻顧 ス則戦 念究奥ヲ或 績戦 ル在訓正
練

特質特要種各戦作戦種協同勤務陣中
訓部小ルル戦役事 史最世日 教 進

ニ戦経原闘
戦武 近大界戦露

隊例史教 人 ノ 授 度

戦軍国閥過則 ノ ノ ノ変 戦役事 戦史 細 来? 

法ノノ攻及 戦功ニ 史

ノ一概要 撃諸 教史 勲於 目
考

ノ概般 兵 アケ変 表

意留以ト項術舞青年忠美勇 生略名 摘

而重指霊御上 指周戦ノ
テヲ ハ ニ振 、ト将

上ノ要素 揮卜或シ戦史増進 ヲ史実増大興味関興ノ 出判齢ノ
要 聯 シ 志気諌身 徳操

酒タ 連繋ハ例ト戦術素的 ス選ストセ攻専学 ハ将校 部
養ル 実ヲ共 択ル益実 ル ヲ共 候 要
ニ形ノシ兵引ニ養 ニヲ 事 鼓ニノ補機



領
ヲ
会
得
セ
シ
メ

指
揮
統
御
ノ
妙
諦

ニ
触
レ
シ
ム

術

兵役・軍事教練・学徒動員

我
国
々
防
方
針
ト

建
軍
ノ
本
義
ト
ヲ

明
カ
ニ
列
国
軍
備

ト
其
ノ
施
設
ノ
趨

一
勢
ト
ヲ
対
比
シ
以

一
テ
国
防
及
軍
事
ニ

一
対
ス
ル
適
正
ナ
ル

軍
一
理
解
ヲ
与
フ

事

科

話講

第 14章

軍
制
陸
海
軍
々

制
ノ
大
要

列
国
軍
事
ノ
趨
勢

特
ニ
隣
邦
ノ
現
状

列
国
々
民
訓
練
ノ

現
況

国
家
総
動
員

国
防
及
国
土
防
衛

留
意
ス
ル
ヲ
要

ス
二
大
部
隊
ノ
運

用
等
ニ
至
リ
テ

ハ
被
教
育
者
素

質
ニ
即
応
セ
サ

ル
ヲ
以
テ
特
ニ

留
意
ヲ
要
ス

一
軍
事
講
和

r

最
高
学
府
ノ
学

生
ト
シ
テ
相
当

広
範
囲
ニ
亙
ル

常
識
ノ
向
上
ニ

資
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
二
重
要
ナ
ル
時

事
問
題
ハ
機
会

ヲ
捉
へ
概
説
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

三
列
国
軍
事
ノ

趨
勢
ニ
於
テ
ハ

隣
邦
諸
国
ヲ
主

ト
ス
ル
モ
国
際

事
情
或
ハ
特
ニ

注
目
ス
ヘ
キ
問

題
ノ
発
生
等
ニ

考
慮
ス
ル
モ
ノ

ト
ス

干斗 術

ルノヲ法揮上体団律的シ術科
如能置ス テ

クカキ練訓ル的訓練小教育

附 ニ共念ニ隊ハ
ス与 重ニヲ依ノ主

ス キ指向リ規ト

指揮法 射撃個各

部教練隊l 

シiii守
ヲ 一場合ノ

行又回ニ他之
フハ以於
へ実上テヲ

注

意て
軍
人
ニ
賜
ハ
リ
タ
ル
勅
諭
ニ
関
シ
テ
ハ
適
時
街
述
シ
テ
聖
旨
ヲ

奉
体
セ
シ
ム
へ
シ

二
野
営
又
ハ
野
外
教
練
ハ
学
情
ノ
許
ス
限
リ
カ
メ
テ
実
施
ス
ル
モ

ノ
ト
ス

三
、
軍
事
ニ
関
ス
ル
諸
設
備
及
各
種
演
習
ノ
見
学
等
ハ
適
宜
之
ヲ
行

フ
へ
シ

四
、
学
術
科
実
施
ノ
比
率
ハ
学
情
ニ
依
リ
自
ラ
差
異
ア
ル
ヘ
キ
モ
低

学
年
ニ
於
テ
ハ
概
ネ
二
分
ノ
一
、
最
高
学
年
ニ
在
リ
テ
ハ
三
分

ノ
一
ノ
術
科
ヲ
標
準
ト
ス

五
、
瓦
斯
防
護
、
防
空
等
ノ
訓
練
ハ
学
校
防
護
団
ノ
防
空
、
瞥
備
勤

務
ノ
実
施
一
一
即
応
シ
之
カ
普
及
ニ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

849 



法令・規則

学

徒

動

員

第 1編

国
家
総
動
員
法
〔
抄
〕

[

一

]

法
律
第
五
五
号

一
九
三
八
(
昭
和
二
ニ
)
年
三
月
三
一
日
(
官
報
四
月
一
日
)

朕
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
タ
ル
国
家
総
動
員
法
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ

公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
公
爵
近
衛
文
麿

外

務

大

臣

贋

田

弘

毅

海

軍

大

臣

米

内

光

政

司

法

大

臣

堕

野

季

彦

陸

軍

大

臣

杉

山

元

逓

信

大

臣

永

井

柳

太

郎

大

蔵

大

臣

賀

屋

興

宣

農

林

大

臣

伯

爵

有

馬

頼

寧

商

工

大

臣

吉

野

信

次

鉄

道

大

臣

中

島

知

久

平

大
谷

主主
由

内厚文拓

務生部務

大大巨大

臣臣乗臣

侯
爵

木
戸

850 

幸

末
次

信
正

法
律
第
五
十
五
号

国
家
総
動
員
法

第
一
条
本
法
ニ
於
テ
国
家
総
動
員
ト
ハ
戦
時
(
戦
争
ニ
準
ズ
ベ
キ
事

変
ノ
場
合
ヲ
含
ム
以
下
之
ニ
同
ジ
)
ニ
際
シ
国
防
目
的
達
成
ノ
為
国

ノ
全
力
ヲ
最
モ
有
効
ニ
発
揮
セ
シ
ム
ル
様
人
的
及
物
的
資
源
ヲ
統

制
運
用
ス
ル
ヲ
謂
フ

〔
中
略
〕

第
四
条
政
府
ハ
戦
時
二
際
シ
国
家
総
動
員
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅

令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
帝
国
臣
民
ヲ
徴
用
シ
テ
総
動
員
業
務
ニ
従

事
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
兵
役
法
ノ
適
用
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
五
条
政
府
ハ
戦
時
ニ
際
シ
国
家
総
動
員
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅

令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
帝
国
臣
民
及
帝
国
法
人
其
ノ
他
ノ
団
体
ヲ

シ
テ
国
又
ハ
地
方
公
共
団
体
ノ
行
フ
総
動
員
業
務
ニ
付
協
力
セ
シ

ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
粂
政
府
ハ
戦
時
ニ
際
シ
国
家
総
動
員
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅

令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
従
業
者
ノ
使
用
、
一
雇
一
入
若
ハ
解
雇
又
ハ
賃

金
其
ノ
他
ノ
労
働
条
件
ニ
付
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得



〔
中
略
〕

附

則

本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

〔
以
下
略
〕

改
正

昭
一
四
法
律
六
八
、
昭
一
六
法
律
一
九
、
昭
一
九
法
律
四

一
九
四
五
・
=
了
二

O
ほ
律
第
四
四
号
で
廃
止
。

〔注〕
国
民
勤
労
報
国
協
力
令
〔
抄
〕

[

一

]

勅
令
第
九
九
五
号

一
九
四
一
(
昭
和
二
ハ
)
年
一
一
月
二
一
日
(
官
報
一
一
月
二
二
日
)

兵役・軍事教練・学徒動員

朕
国
民
勤
労
報
国
協
力
令
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

文

部

大

臣

厚

生

大

臣

拓

務

大

臣

第 14章

勅
令
第
九
百
九
十
五
号

国
民
勤
労
報
国
協
力
令

東小 橋東
郷泉 田保

茂親 邦英
徳彦彦機

第
一
条
国
家
総
動
員
法
(
昭
和
十
三
年
勅
令
第
三
百
十
七
号
ニ
於

テ
依
ル
場
合
ヲ
合
ム
)
第
五
条
ノ
規
定
ニ
基
ク
帝
国
臣
民
ノ
勤
労
報

国
ヲ
目
的
ト
ス
ル
協
力
ニ
シ
テ
隊
組
織
一
一
依
ル
モ
ノ
(
以
下
国
民
勤

労
報
国
隊
ニ
依
ル
協
力
ト
称
ス
)
ニ
関
シ
テ
ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ

依
ル

第
二
条
国
民
勤
労
報
国
隊
ニ
依
ル
協
力
ハ
園
、
地
方
公
共
団
体
又

ハ
厚
生
大
臣
若
ハ
地
方
長
官
ノ
指
定
ス
ル
者
ノ
行
フ
命
令
ヲ
以
テ

定
ム
ル
総
動
員
業
務
ニ
付
之
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
条
国
民
勤
労
報
国
隊
ニ
依
ル
協
力
ヲ
為
サ
シ
ム
ベ
キ
者
ハ
帝

国
臣
民
ニ
シ
テ
年
総
十
四
年
以
上
四
十
年
未
満
ノ
男
子
及
年
齢
十

四
年
以
上
二
十
五
年
未
満
ノ
女
子
(
妻
及
届
出
ヲ
為
サ
ザ
ル
モ
事
実

上
婚
姻
関
係
ト
同
様
ノ
事
情
ニ
在
ル
女
子
ヲ
除
ク
)
ト
ス

前
項
該
当
者
以
外
ノ
者
ハ
志
願
ニ
依
リ
国
民
勤
労
報
国
隊
ニ
依
ル

協
力
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
粂
ノ
規
定
ニ
依
リ
学
校
長
ニ
対
シ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
命
ズ
ル

場
合
ノ
学
校
在
学
者
ノ
国
民
勤
労
報
国
隊
ニ
依
ル
協
力
ニ
関
シ
テ

ハ
前
二
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
命
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
得

第
四
条
国
民
勤
労
報
国
隊
ニ
依
ル
協
力
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
期
間
ハ
命

令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
一
年
ニ
付
三
十
日
以
内
ト
ス

前
項
ノ
期
間
ハ
特
別
ノ
必
要
ア
ル
場
合
又
ハ
本
人
ノ
同
意
ア
ル
場

851 



法令 ・規則

A
ロ
ニ
於
テ
ハ
三
十
日
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得

{
中
略
〕

ゆ
川
順

d
H
V

院

町

『

悶

H
M
n

本
令

ハ
昭
和
十
六
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
鈍
行
ス

第 1編

改

正

昭
一
七
勅
令
七
三
一
、
勅
令
七
八
一
、
昭
一
八
勅
令
五
一
五
、
昭
一
九

勅
令
六
四
二

〔注〕

一
九
四
五
・
三
・
六
勅
令
第
九
四
号
で
廃
止
。

国
民
勤
労
報
国
協
力
令
施
行
規
則
〔
抄
〕

厚
生
省
令
第
三
号

文
部

一
九
四
一
{
昭
和
一

六
)
年
一
二
月
一
日

国
民
勤
労
報
国
協
力
令
施
行
規
則
左
ノ
通
定
ム

昭
和
十
六
年
十
二
月
一
日

橋小
田泉

邦親
彦彦

厚
生
大
臣

文
部
大
臣

国
民
勤
労
報
国
協
力
令
施
行
規
則

第
一
条
国
民
勤
労
報
国
隊
ニ
依
ル
協
力
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
総
動
員
業

務
ニ
付
之
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

総
動
員
物
資
ノ
生
産
、
修
理
又
ハ
配
給
ニ
関
ス
ル
業
務

国
家
総
動
員
上
必
要
ナ
ル
運
輸
又
ハ
通
信
ニ
関
ス
ル
業
務

国
家
総
動
員
上
必
要
ナ
ル
衛
生
又
ハ
救
護
ニ
関
ス
ル
業
務

軍
事
上
特
ニ
必
要
ナ
ル
土
木
建
築
ニ
関
ス
ル
業
務

国
家
総
動
員
上
必
要
ナ
ル
警
備
ニ
関
ス
ル
業
務

其
ノ
他
厚
生
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
業
務

〔
中
略
〕

第
八
条
厚
生
大
巨
大
学
高
等
専
門
学
校
在
学
者
ヲ
以
テ
編
成
セ
ラ

ル
ル
国
民
勤
労
報
国
隊
ニ
依
ル
協
力
ノ
請
求
又
ハ
申
請
ヲ
受
ケ
タ

ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
協
力
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該

学
校
長
ニ
対
シ
国
民
勤
労
報
国
隊
編
成
令
書
ヲ
交
付
シ
国
民
勤
労

報
国
隊
ニ
依
ル
協
力
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
命
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

〔
中
略
〕

第
十
条
第
七
条
又
ハ
第
八
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
国
民
勤
労
報
国
隊
ニ

依
ル
協
力
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
タ
ル
者
(
以
下
国
民

勤
労
報
国
隊
編
成
者
ト
称
ス
}
ハ
前
条
ノ
国
民
勤
労
報
国
隊
編
成
令

書
ニ
基
キ
直
ニ
国
民
勤
労
報
国
隊
ニ
依
ル
協
力
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
ヲ

選
定
シ
様
式
第
三
号
ニ
依
ル
国
民
勤
労
報
国
隊
協
力
令
書
ニ
依
リ

之
ニ
通
知
ス
べ
シ
但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
口
頭
ヲ
以
テ
通

知
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

国
民
勤
労
報
国
隊
編
成
者
ハ
前
項
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
中
ヨ

リ
国
民
勤
労
報
国
隊
ノ
指
揮
ヲ
為
ス
者
(
以
下
国
民
勤
労
報
国
隊

長
ト
称
ス
)
ヲ
選
定
シ
之
ニ
其
ノ
旨
通
知
ス
ペ
シ

852 

四五
ム，、



第
十
一
条
前
条
第
一
一
項
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
所
定
ノ
日
時
ニ

所
定
ノ
場
所
ニ
出
頭
ス
べ
シ

前
項
ノ
者
疾
病
其
ノ
他
己
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ア
ル
為
国
民
勤
労
報

国
隊
ニ
依
ル
協
力
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
国
民
勤
労

報
国
隊
編
成
者
ニ
其
ノ
旨
申
出
ヅ
べ
シ

国
民
勤
労
報
国
隊
編
成
者
前
項
ノ
申
出
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
事

情
巳
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
条
第
一
一
項
ノ
通
知

ヲ
取
消
ス
ベ
シ

第
十
二
条

兵役・軍事教練・学徒動員

国
民
勤
労
報
国
隊
長
ハ
国
民
勤
労
報
国
隊
員
ノ
部
署
ヲ

定
メ
之
ヲ
指
揮
監
督
ス
ベ

シ

国
民
勤
労
報
国
隊
員
ハ
国
民
勤
労
報
国
隊
長
ノ
指
揮
ニ
従
ヒ
規
律

ヲ
重
ン

、ン
国
民
勤
労
報
国
ノ
実
ヲ
挙
グ
ル
コ
ト
ヲ
期
ス
ベ

シ

〔
中
略
〕

第
十
八
条
学
校
報
国
団
ノ
隊
組
織
ノ
編
成
ア
ル
学
校
ニ
関
シ
テ
ハ

本
規
則
中
国
民
勤
労
報
国
隊
一
編
成
令
書
ト
ア
ル
ハ
学
校
報
国
隊
出

動
令
書
ト
シ
本
規
則
ノ
適
用
ニ
付
学
校
報
国
隊
ヲ
以
テ
国
民
勤
労

報
国
隊
ト
看
倣
ス

〔
中
略
〕

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

第 14章

改
正
昭
一
八
厚
生
文
部
省
令
一
、
厚
生
文
部
省
令
二

〔
注
〕
一
九
四
五
・
三
・
八
厚
生
軍
需
文
部
省
令
第
一
号
で
廃
止
。

四

学
徒
勤
労
令

[

一

]

勅
令
第
五
一
八
号

一
九
四
四
(
昭
和
一
九
)
年
八
月
一
一
一
一
日
(
官
報
八
月
二
三
日
)

朕
学
徒
勤
労
令
ヲ
裁
可
シ
滋
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
十
九
年
八
月
二
十
二
日内

閣
総
理
大
臣

軍

需

大

臣

内

務

大

臣

文

部

大

臣

厚

生

大

臣

小
磯

藤
原
銀
次
郎

大

達

茂

雄

二

宮

治

重

庚

瀬

久

忠
圏
昭

勅
令
第
五
百
十
八
号

学
徒
勤
労
令

第
一
条
国
家
総
動
員
法
第
五
条
ノ
規
定
ニ
基
ク
学
徒
(
国
民
学
校

初
等
科
及
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
モ
ノ
ノ
児
童
並
ニ
青
年
学
校
ノ
生
徒
ヲ

除
ク
}
ノ
勤
労
協
力
及
之
ニ
関
聯
ス
ル
教
職
員
ノ
勤
労
協
力
(
以
下

学
徒
動
、
労
ト
総
称
ス
)
ニ
関
ス
ル
命
令
並
ニ
同
法
第
六
条
ノ
規
定
ニ

853 



法令・規則

基
ク
学
徒
勤
労
ヲ
為
ス
者
ノ
使
用
又
ハ
従
業
条
件
ニ
関
ス
ル
命
令

ニ
シ
テ
学
徒
勤
労
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
対
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
当
分
ノ

内
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
二
条
学
徒
勤
労
ハ
教
職
員
及
学
徒
ヲ
以
テ
ス
ル
隊
組
織
(
以
下
学

校
報
国
隊
ト
称
ス
)
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
特

別
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
一
一
依
リ
学
校
報
国
隊
ニ
依

ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
条
学
徒
勤
労
ニ
当
リ
テ
ハ
勤
労
即
教
育
タ
ラ
シ
ム
ル
様
カ
ム

ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
条
学
徒
勤
労
ハ
園
、
地
方
公
共
団
体
又
ハ
厚
生
大
臣
若
ハ
地

方
長
官
(
東
京
都
ニ
在
リ
テ
ハ
警
視
総
監
)
ノ
指
定
ス
ル
者
ノ
行
フ

命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
総
動
員
業
務
ニ
付
之
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト

第 1編

ス
第
五
条
引
続
キ
学
徒
勤
労
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
期
間
ハ
一
年
以
内
ト
ス

第
六
条
学
校
報
国
隊
ニ
依
ル
学
徒
勤
労
ニ
付
其
ノ
出
動
ヲ
求
メ

ン

ト
ス
ル
者
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
文
部
大
臣
又
ハ
地
方
長
官

ニ
之
ヲ
請
求
又
ハ
申
請
ス
ベ
シ
学
校
ノ
校
地
、
校
舎
、
設
備
等
ヲ

利
用
シ
テ
為
ス
学
校
報
国
隊
ニ
依
ル
学
徒
勤
労
ニ
付
亦
同
ジ

第
七
条
前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
請
求
又
ハ
申
請
ハ
厚
生
大
臣
又
ハ
地

方
長
官
(
東
京
都
ニ
在
リ
テ
ハ
箸
視
総
監
)
ガ
割
当
テ
タ
ル
人
員
ノ

範
囲
内
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
但
シ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
特

別
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
八
条
文
部
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
第
六
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
請
求
又

ハ
申
請
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
学

校
長
ニ
対
シ
学
徒
勤
、
労
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
、
作
業
ノ
種
類
、
学
徒
勤

労
ヲ
為
ス
ペ
キ
場
所
及
期
間
並
ニ
所
要
人
員
数
其
ノ
他
必
要
ナ
ル

事
項
ヲ
指
定
シ
テ
学
校
報
国
隊
ノ
出
動
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ

A
叩
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
九
条
前
条
ノ
措
置
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
タ
ル
学
校
長
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル

所
ニ
依
リ
学
校
報
国
隊
ニ
依
ル
学
徒
勤
労
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
ヲ
選
定

シ
其
ノ
選
定
ア
リ
タ
ル
回
目
ヲ
本
人
ニ
通
知
シ
学
徒
勤
労
ニ
関
シ
必

要
ナ
ル
事
項
ヲ
指
示
ス
ベ
シ

第
十
条
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
特
別
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
六
条
ノ
規

定
ニ
依
ル
請
求
又
ハ
申
請
ハ
之
ヲ
当
該
学
校
長
-
一
為
ス
モ
ノ
ト
ス

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
学
校
長
ハ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ

外
直
ニ
前
条
-
一
規
定
ス
ル
措
置
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
条
前
二
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
同
条
ノ

規
定
ニ
依
ル
指
示
ニ
従
ヒ
学
校
報
国
隊
ニ
依
ル
学
徒
勤
労
ヲ
為
ス

854 

べ
シ

第
十
二
条
文
部
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ

特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
学
校
報
国
隊
ニ
依
ル
学
徒
勤
労

ノ
全
部
又
ハ
一
部
ノ
停
止
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ



兵役・軍事教練・学徒動員

得
第
十
三
条
隊
長
タ
ル
学
校
長
又
ハ
教
職
員
ハ
当
該
学
校
報
国
隊
ノ

隊
員
ノ
学
徒
勤
労
ニ
関
シ
其
ノ
隊
員
ヲ
指
揮
監
督
ス

第
十
四
条
文
部
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
ハ
学
徒
勤
労
ヲ
受
ク
ル
工
場
、

事
業
場
等
ノ
職
員
ニ
対
シ
学
徒
勤
労
ノ
指
導
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
嘱

託
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
五
条
学
徒
勤
労
ニ
要
ス
ル
経
費
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ

特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
学
徒
勤
労
ヲ
受
ク
ル
者
之
ヲ

負
担
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
六
条
厚
生
大
臣
(
軍
需
省
所
管
企
業
ニ
於
ケ
ル
勤
労
管
理
及

給
与
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
付
テ
ハ
軍
需
大
臣
)
及
文
部
大
臣
又
ハ
地
方

長
官
(
東
京
都
ニ
在
リ
テ
ハ
警
視
総
監
皿
ヲ
合
ム
)
必
要
ア
リ
ト
認
ム

ル
ト
キ
ハ
国
家
総
動
員
法
第
六
条
ノ
規
定
ニ
基
キ
学
徒
勤
労
ヲ
受

ク
ル
事
業
主
ニ
対
シ
学
徒
勤
労
ヲ
為
ス
者
ノ
使
用
又
ハ
従
業
粂
件

ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

学
徒
勤
労
ヲ
為
ス
者
ガ
業
務
上
負
傷
シ
、
疾
病
ニ
開
催
リ
又
ハ
死
亡

シ
タ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
本
人
又
ハ
其
ノ
遺
族
ノ
扶
助
ニ
関
シ
必
要

ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
十
七
条
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
学
徒
勤
労
ヲ
為
サ
シ

メ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
学
徒
勤
労
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
第
三
号
ニ
該

当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第 14章

一
陸
海
軍
軍
人
ニ
シ
テ
現
役
中
ノ
モ
ノ
(
未
ダ
入
営
セ
ザ
ル
者
ヲ

除
ク
)
及
召
集
中
ノ
モ
ノ
(
召
集
中
ノ
身
分
取
扱
ヲ
受
ク
ル
者
ヲ

A
白

ム

)

二
徴
用
中
ノ
者

三
陸
軍
大
臣
若
ハ
海
軍
大
臣
ノ
所
管
ニ
属
ス
ル
{
自
衛
(
部
隊
及
学

校
ヲ
含
ム
)
又
ハ
厚
生
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
工
場
、
事
業
場
其
ノ
他

ノ
場
所
一
一
於
テ
軍
事
上
必
要
ナ
ル
総
動
員
業
務
ニ
従
事
ス
ル
者

四
法
令
ニ
依
リ
拘
禁
中
ノ
者

第
十
八
条
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
志
願
ニ
依
ル
場
合
ヲ

除
ク
ノ
外
学
徒
勤
労
ヲ
為
サ
シ
メ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
厚
生
大
臣
ノ
指
{
疋
ス
ル
総
動
員
業
務
ニ
従
事
ス
ル
者

二
其
ノ
他
厚
生
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
者

第
十
九
条
文
部
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ

学
徒
勤
労
ニ
関
シ
学
校
長
又
ハ
学
徒
勤
労
ヲ
為
ス
者
若
ハ
学
徒
勤

労
ヲ
受
ク
ル
事
業
主
ヲ
監
督
ス

第
二
十
条
第
六
条
乃
至
第
十
二
条
ノ
規
定
ハ
学
校
報
国
隊
ニ
依
ラ

ズ
シ
テ
為
ス
学
徒
勤
労
ニ
之
ア
準
用
ス

第
二
十
一
条
第
十
六
条
及
第
十
九
条
ノ
規
定
ハ
事
業
主
タ
ル
国
及

都
道
府
県
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ

第
二
十
二
条
本
令
ニ
於
テ
学
徒
ト
称
ス
ル
ハ
文
部
大
臣
ノ
所
轄
ニ

属
ス
ル
学
校
ノ
学
徒
ヲ
謂
ヒ
学
校
ト
称
ス
ル
ハ
第
十
七
条
第
三
号

855 
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ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
文
部
大
臣
ノ
所
轄
ニ
属
ス
ル
学
校
ヲ
謂
ヒ
学

校
長
ト
称
ス
ル
ハ
文
部
大
臣
ノ
所
轄
ニ
属
ス
ル
学
校
ノ
長
ヲ
謂
フ

第
二
十
三
条
前
条
ノ
規
定
ハ
朝
鮮
及
台
湾
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ

第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
及
第
十
四
条
中
文
部
大
臣
ト
ア
ル

ハ
朝
鮮
ニ
在
ル
学
校
ノ
学
徒
ニ
関
シ
テ
ハ
朝
鮮
総
督
、
台
湾
ニ
在

ル
学
校
ノ
学
徒
ニ
関
シ
テ
ハ
台
湾
総
督
ト
シ
地
方
長
官
ト
ア
ル
ハ

朝
鮮
ニ
在
ル
学
校
ノ
学
徒
-
一
関
シ
テ
ハ
道
知
事
、
台
湾
ニ
在
ル
学

校
ノ
学
徒
一
一
関
シ
テ
ハ
州
知
事
又
ハ
庁
長
ト
ス

前
項
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
本
令
中
厚
生
大
臣
ト
ア
リ
又
ハ
文
部
大

臣
ト
ア
ル
ハ
朝
鮮
ニ
在
リ
テ
ハ
朝
鮮
総
督
、
台
湾
ニ
在
リ
テ
ハ
台

湾
総
督
ト
シ
地
方
長
官
卜
ア
ル
ハ
朝
鮮
ニ
在
リ
テ
ハ
道
知
事
、
台

湾
ニ
在
リ
テ
ハ
州
知
事
又
ハ
庁
長
ト
ス

本
令
中
都
道
府
県
ト
ア
ル
ハ
朝
鮮
ニ
在
リ
テ
ハ
道
、
台
湾
ニ
在
リ

テ
ハ
州
又
ハ
庁
ト
ス

第
二
十
四
条
学
徒
勤
労
ニ
ハ
国
民
勤
労
報
国
協
力
令
ハ
之
ヲ
適
用

第 1編

セ
ズ

第
二
十
五
条
本
令
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
学
徒
勤
労
ニ
関
シ
必
要

ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

t

t

 

回
円
酌
山
円

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
国
民
勤
労
報
国
協
力
令
ニ
依
リ
テ
為
ス
学
校
在

学
者
ノ
国
民
勤
労
報
国
隊
ニ
依
ル
協
力
ハ
之
ヲ
本
令
ニ
依
ル
学
徒
勤

労
ト
看
倣
ス

856 

〔注

昭
二
O
勅
令
九
六
、
勅
令
五
一

O

一
九
四
五
・
一

0
・
一
一
勅
令
第
五
六
六
号
で
廃
止
。

改
正

五

戦
時
教
育
令

[
四
]

勅
令
第
三
二

O
号

一
九
四
五
(
昭
和
二

O
)
年
五
月
一
一
一
一
日

第
一
条
学
徒
ハ
尽
忠
以
テ
国
運
ヲ
双
肩
ニ
担
ヒ
戦
時
ニ
緊
切
ナ
ル

要
務
ニ
挺
身
シ
平
素
鍛
錬
セ
ル
教
育
ノ
成
果
ヲ
遺
憾
ナ
ク
発
揮
ス

ル
ト
共
ニ
智
能
ノ
錬
磨
ニ
カ
ム
ル
ヲ
以
テ
本
分
ト
ス
ベ
シ

第
二
条
教
職
員
ハ
率
先
垂
範
学
徒
ト
共
ニ
戦
時
ニ
緊
切
ナ
ル
要
務

ニ
挺
身
、
ン
倶
学
倶
進
以
テ
学
徒
ノ
薫
化
啓
導
ノ
任
ヲ
全
ウ
ス
ベ
シ

第
三
条
食
糧
増
産
、
軍
需
生
産
、
防
空
防
衛
、
重
要
研
究
等
戦
時

ニ
緊
切
ナ
ル
要
務
ニ
挺
身
セ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
戦
時
ニ
緊
要
ナ
ル
教

育
訓
練
ヲ
行
フ
為
学
校
毎
ニ
教
職
員
及
学
徒
ヲ
以
テ
学
徒
隊
ヲ
組

織
シ
地
域
毎
ニ
学
徒
隊
ヲ
以
テ
其
ノ
連
合
体
ヲ
組
織
ス
ル
モ
ノ
ト

シ
二
以
上
ノ
学
徒
隊
ノ
一
部
又
ハ
全
部
ガ
同
一
ノ
職
場
ニ
於
テ
挺

身
ス
ル
ト
キ
ハ
文
部
大
臣
ノ
定
ム
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
其
ノ
職
場



毎
ニ
教
職
員
及
学
徒
ヲ
以
テ
学
徒
隊
ヲ
組
織
シ
又
ハ
学
徒
隊
ヲ
以

テ
其
ノ
連
合
体
ヲ
組
織
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

学
徒
隊
及
莫
ノ
連
合
体
ノ
組
織
編
制
、
教
育
訓
練
、
指
導
監
督
其

ノ
他
学
徒
隊
及
其
ノ
連
合
体
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
文
部
大
臣

之
ヲ
{
疋
ム

兵役・軍事教練・学徒動員

第
四
条
戦
局
ノ
推
移
ニ
即
応
ス
ル
学
校
教
育
ノ
運
営
ノ
為
特
ニ
必

要
ア
ル
ト
キ
ハ
文
部
大
臣
ハ
其
ノ
定
ム
ル
所
一
一
依
リ
教
科
目
及
授

業
時
数
ニ
付
特
例
ヲ
設
ケ
其
ノ
他
学
校
教
育
ノ
実
施
ニ
関
シ
特
別

ノ
措
置
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
五
条
戦
時
ニ
際
シ
特
ニ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
学
徒
ニ
シ
テ
徴
集
、

召
集
等
ノ
事
由
ニ
因
リ
軍
人
(
陸
海
軍
ノ
学
生
生
徒
ヲ
合
ム
)
ト
為

リ
、
戦
時
二
緊
切
ナ
ル
要
務
ニ
挺
身
シ
テ
死
亡
シ
若
ハ
傷
疾
ヲ
受

ケ
又
ハ
戦
時
ニ
緊
要
ナ
ル
専
攻
学
科
ヲ
修
ム
ル
モ
ノ
ハ
文
部
大
臣

ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
正
規
ノ
期
間
在
学
セ
ズ
又
ハ
正
規
ノ
試
験
ヲ

受
ケ
ザ
ル
場
合
ト
雄
モ
之
ヲ
卒
業
(
之
ニ
準
ズ
ル
モ
ノ
ヲ
合
ム
)
セ

シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
条
本
令
中
文
部
大
臣
ト
ア
ル
ハ
朝
鮮
ニ
在
リ
テ
ハ
朝
鮮
総
督
、

台
湾
ニ
在
リ
テ
ハ
台
湾
総
督
、
関
東
洲
及
満
洲
国
ニ
在
リ
テ
ハ
満

洲
国
駐
劉
特
命
全
権
大
使
、
南
洋
群
島
ニ
在
リ
テ
ハ
南
洋
庁
長
官

第 14章

ト
ス

〔
注
〕
一
九
四
五
・
一

0
・
六
勅
令
第
五
六
四
号
で
廃
止
。
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